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一

山
梨
県
公
報

号
外
第
十
三
号

令
和
八
年三

月
三
十
日

月　曜　日

目

次

規

則

○
山
梨
県
こ
ど
も
支
援
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
等
に
関
す
る
規
則	

一

○
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二

○
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

三

○
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

八

○
山
梨
県
行
政
手
続
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

八

○
山
梨
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

八

○
山
梨
県
公
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一
〇

○
山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範

囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

一
〇

○
山
梨
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一
〇

○
山
梨
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
及
び
山
梨
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

	

二
七

○
山
梨
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二
七

○
狂
犬
病
予
防
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二
七

○
山
梨
県
温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二
八

○
山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
及
び
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	
二
八

○
山
梨
県
立
文
学
館
の
設
備
器
具
の
使
用
料
の
額
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

	
二
八

○
山
梨
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二
八

○
山
梨
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二
九

○
山
梨
県
税
外
収
入
の
督
促
及
び
滞
納
処
分
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二
九

○
山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

三
二

○
道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
第
十
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
運
転
者
等
が
納
付
す
べ
き
金
額

を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

一
三
〇

○
知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る

等
の
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

一
三
〇

規　
　
　

則

山
梨
県
規
則
第
三
号

山
梨
県
こ
ど
も
支
援
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
等
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
こ
ど
も
支
援
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
等
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
や
ま
な
し
こ
ど
も
基
本
条
例
（
令
和
八
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
号
。
以
下

「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
の
山
梨
県
こ
ど
も
支
援
委
員
会
の
組

織
及
び
運
営
並
び
に
条
例
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
利
侵
害
の
救
済
の
申
出
に
関
し
必

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
意
義
は
、
特
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
委
員
長
）

第
三
条
　
委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。

2　

委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。

3　

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理

す
る
。

（
委
員
の
責
務
）

第
四
条
　
委
員
は
、
公
平
か
つ
適
切
に
そ
の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2　

委
員
は
、
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
、
権
利
侵
害
を
受
け
た
、
又
は
受
け
て
い
る
こ
ど
も

そ
の
他
の
調
査
審
議
の
対
象
と
な
る
者
の
人
権
に
十
分
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3　

委
員
は
、
そ
の
地
位
を
政
党
又
は
政
治
的
目
的
の
た
め
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

4　

委
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も

同
様
と
す
る
。

（
特
別
委
員
）

第
五
条
　
特
別
委
員
は
、
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
を
行
う
た
め
、
当
該
事
項
に
関
し
て
十
分

な
知
識
又
は
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
任
命
す
る
。

2　

特
別
委
員
は
、
当
該
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す

る
。

3　

前
条
の
規
定
は
、
特
別
委
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
会
議
）

第
六
条
　
委
員
会
の
会
議
は
、
委
員
長
が
招
集
し
、
委
員
長
が
議
長
と
な
る
。

2　

委
員
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
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梨
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二

六　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
調
査
審
議
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
委
員
会
が
認
め
る
場

合

2　

委
員
会
は
、
条
例
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
審
議
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

権
利
侵
害
を
受
け
た
、
若
し
く
は
受
け
て
い
る
こ
ど
も
又
は
当
該
こ
ど
も
の
保
護
者
の
同
意
を
得
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
こ
ど
も
の
生
命
又
は
身
体
の
保
護
を
図
る
必
要
が
あ
る
場
合
で

あ
っ
て
、
同
意
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
委
員
会
が
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
勧
告
）

第
九
条
　
委
員
会
は
、
条
例
第
二
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
に
対
す
る
勧
告
を
す
る
場
合

は
、
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

2　

知
事
は
、
前
項
の
勧
告
に
基
づ
く
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
委
員
会
に
当
該
措
置
に
つ

い
て
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
公
表
）

第
十
条
　
委
員
会
は
、
毎
年
一
回
、
運
営
、
組
織
そ
の
他
の
活
動
の
状
況
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
庶
務
）

第
十
一
条
　
委
員
会
の
庶
務
は
、
総
合
県
民
支
援
局
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
委
任
）

第
十
二
条
　
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
長
が

委
員
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
山
梨
県
子
ど
も
支
援
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
等
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
）

2　

山
梨
県
子
ど
も
支
援
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
五
年
山
梨
県
規
則
第
六

号
）
は
、
廃
止
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
号

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
表
本
庁
に
置
か
れ
る
職
の
欄
中
「
D
X
・
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
改
革
戦
略
監
」
を
「
バ
ッ
ク

オ
フ
ィ
ス
改
革
戦
略
監
、
D
X
推
進
監
」
に
改
め
、
「
、
財
産
高
度
化
戦
略
監
」
を
削
り
、
「
館
長
」

3　

委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

4　

委
員
は
、
自
己
の
利
害
に
関
係
す
る
議
事
に
参
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
権
利
侵
害
の
救
済
の
申
出
）

第
七
条
　
条
例
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
利
侵
害
の
救
済
の
申
出
（
次
項
及
び
第
三
項
並

び
に
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
救
済
の
申
出
」
と
い
う
。
）
は
、
文
書
又
は
口
頭
に
よ
り
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

2　

文
書
に
よ
り
救
済
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

救
済
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
、
年
齢
、
住
所
及
び
電
話
番
号

二　

権
利
侵
害
を
受
け
た
、
又
は
受
け
て
い
る
こ
ど
も
と
救
済
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
と
の
関

係
三　

権
利
侵
害
を
受
け
た
、
又
は
受
け
て
い
る
こ
ど
も
の
氏
名
、
年
齢
、
住
所
、
電
話
番
号
及
び
在

学
し
て
い
る
学
校
、
入
所
し
て
い
る
施
設
又
は
勤
務
先
の
名
称

四　

救
済
の
申
出
の
原
因
と
な
る
権
利
侵
害
が
あ
っ
た
日
、
場
所
及
び
そ
の
事
実

五　

他
の
機
関
に
お
け
る
相
談
、
支
援
等
の
状
況

3　

口
頭
に
よ
り
救
済
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
陳
述
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
員
会
は
、
そ
の
陳
述
の
内
容
を
録
取
し
、
こ
れ
を
当
該
者

に
読
み
聞
か
せ
て
誤
り
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
調
査
審
議
）

第
八
条
　
条
例
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一　

救
済
の
申
出
に
係
る
事
案
が
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
八

条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
家
庭
裁
判
所
の
承
認
を
得
て
採
っ
た
同

法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
措
置
（
同
法
第
二
十
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
り
家
庭
裁
判
所
の
承
認
を
得
て
期
間
を
更
新
し
た
場
合
の
当
該
措
置
を
含
む
。
）
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
承
認
を
求
め
現
に
家
事
審
判
の
手
続
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合

二　

救
済
の
申
出
に
係
る
事
案
に
つ
い
て
裁
判
所
に
お
い
て
係
争
中
で
あ
る
場
合
又
は
既
に
判
決
、

調
停
等
が
あ
っ
た
場
合

三　

救
済
の
申
出
に
係
る
事
案
に
つ
い
て
現
に
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八

号
）
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
又
は
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た

場
合

四　

救
済
の
申
出
に
係
る
事
案
が
条
例
に
基
づ
く
委
員
会
の
調
査
審
議
に
係
る
行
為
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
場
合

五　

救
済
の
申
出
の
内
容
が
虚
偽
で
あ
る
場
合



山
梨
県
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令
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八
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三

第
七
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2　

前
項
に
規
定
す
る
課
の
う
ち
職
場
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
下
に
自
動
車
管
理

事
務
所
を
置
く
。

第
七
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
秘
書
課
」
を
「
政
策
調
整
グ
ル
ー
プ
」
に
、
「
山
梨
・
富
士
山
未
来
課
」
を
「
新
事
業

チ
ャ
レ
ン
ジ
推
進
課
、
地
域
デ
ザ
イ
ン
・
リ
ニ
ア
推
進
グ
ル
ー
プ
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
二
項
」
を
「
第
七
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
第
一
項
中
「
富
士
山
未
来
・
次
世
代
交
通
統
括
官
、
山
梨
ブ
ラ
ン
ド
・
国
際
戦
略
統
括

官
」
を
「
富
士
山
未
来
統
括
官
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
十
項
中
「
庁
舎
管
理
室
」
を
「
職
場
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
高
度
政
策
推
進
局
」
の
下
に
「
、
地
域
デ
ザ
イ
ン
・
新
交
通
基
盤
推
進

局
」
を
加
え
、
同
項
の
表
地
域
ブ
ラ
ン
ド
グ
ル
ー
プ
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

地
域
デ
ザ
イ
ン
・
リ
ニ
ア
推
進
グ
ル
ー
プ

地
域
デ
ザ
イ
ン
・
リ
ニ
ア
推
進
監

山
梨
ト
ラ
ム
推
進
グ
ル
ー
プ

山
梨
ト
ラ
ム
推
進
監

地
域
・
次
世
代
交
通
推
進
グ
ル
ー
プ

地
域
・
次
世
代
交
通
推
進
監

リ
ニ
ア
整
備
推
進
グ
ル
ー
プ

リ
ニ
ア
整
備
推
進
監

第
十
四
条
の
二
第
二
項
中
「
高
度
政
策
推
進
局
」
の
下
に
「
、
地
域
デ
ザ
イ
ン
・
新
交
通
基
盤
推
進

局
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
監
」
の
下
に
「
、
地
域
デ
ザ
イ
ン
・
リ
ニ
ア
推

進
監
、
山
梨
ト
ラ
ム
推
進
監
、
地
域
・
次
世
代
交
通
推
進
監
、
リ
ニ
ア
整
備
推
進
監
」
を
加
え
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
大
阪
事
務
所
」
の
下
に
「
、
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
、
「
、
地
域
県

民
セ
ン
タ
ー
」
を
削
り
、
同
条
中
第
二
十
項
を
第
二
十
一
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
を
一

項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
七
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

8　

森
林
総
合
研
究
所
に
副
所
長
を
置
く
。

別
表
第
一
の
一
の
表
高
度
政
策
推
進
局
の
部
中
秘
書
課
の
項
を
削
り
、
高
度
政
策
企
画
イ
ニ
シ
ア
チ

の
下
に
「
、
副
館
長
」
を
加
え
、
「
富
士
山
未
来
・
次
世
代
交
通
統
括
官
、
山
梨
ブ
ラ
ン
ド
・
国
際
戦

略
統
括
官
」
を
「
富
士
山
未
来
統
括
官
、
山
梨
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
監
」
に
、
「
リ
ニ
ア
推
進
監
」
を
「
文

化
振
興
監
、
地
域
デ
ザ
イ
ン
・
リ
ニ
ア
推
進
監
、
地
域
・
次
世
代
交
通
推
進
監
、
山
梨
ト
ラ
ム
推
進

監
、
リ
ニ
ア
整
備
推
進
監
、
リ
ニ
ア
駅
周
辺
整
備
監
」
に
、
「
農
政
企
画
監
」
を
「
農
政
企
画
指
導

監
」
に
改
め
、
「
、
地
域
振
興
官
」
を
削
り
、
同
表
出
先
機
関
に
置
か
れ
る
職
の
欄
中
「
、
専
門
指
導

幹
」
及
び
「
地
域
振
興
官
」
を
削
り
、
「
、
栄
養
士
」
の
下
に
「
、
管
理
栄
養
士
長
、
主
任
管
理
栄
養

士
、
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
、
栄
養
士
」
の
下
に
「
、
管
理
栄
養
士
長
、
主
任
管
理
栄
養
士
、
管
理
栄
養

士
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
五
号

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

七
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
一
号
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

男
女
共
同
参
画
・
多
様
性
推
進
課

総
合
県
民
企
画
室

第
七
条
第
二
項
の
表
第
三
号
を
削
り
、
同
表
第
二
号
中
「
働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り
支
援
室
」
を

「
職
員
研
修
室
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
三
号
と
し
、
同
表
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二　

男
女
共
同
参
画
・
多
様
性
推
進
課

パ
ス
ポ
ー
ト
室

第
七
条
第
二
項
の
表
第
五
号
中
「
火
山
防
災
対
策
室
」
を
「
総
合
防
災
政
策
室
」
に
改
め
、
同
表
中

第
八
号
及
び
第
九
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
九
号
と
し
、
同
表
第
六
号
中
「
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
全

国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
準
備
室
」
を
「
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
全
国
パ
ラ
ス
ポ
ー
ツ
大
会
準
備
室
」

に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
八
号
と
し
、
同
表
第
五
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

六　

防
災
危
機
管
理
課

火
山
防
災
対
策
室

七　

森
林
環
境
政
策
課

地
域
エ
ネ
ル
ギ
ー
推
進
室

六　

防
災
危
機
管
理
課

火
山
防
災
対
策
室

七　

森
林
環
境
政
策
課

地
域
エ
ネ
ル
ギ
ー
推
進
室



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

四

別
表
第
一
の
一
の
表
総
務
部
の
部
中
職
員
厚
生
課
の
項
を
削
り
、
税
務
課
の
項
及
び
資
産
高
度
利
用

推
進
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ブ
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

秘
書
課

一　

秘
書
に
関
す
る
こ
と
。

二　

儀
典
に
関
す
る
こ
と
。

三　

表
彰
及
び
褒
章
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
総
合
県
民
支
援
局
の
部
男
女
共
同
参
画
・
多
様
性
推
進
課
の
項
第
四
号
中
「
外

国
人
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
企
画
調
整
」
を
「
県
内
に
お
け
る
外
国
人
活
躍
の
環
境

づ
く
り
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と

し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
総
合
県
民
支
援
局
の
部
ま
な
び
支
援
課
の
項
中
第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
り
、

第
八
号
を
第
六
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
部
働
く
人
・
働
き

方
支
援
課
の
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
上
げ
、
同
部
県
民
生
活
支
援
課
の
項
中
第
二
十
三
号
を
削
り
、
第
二
十
四
号
を
第
二
十
三
号
と

し
、
同
項
第
二
十
五
号
中
「
交
通
安
全
対
策
協
議
会
」
を
「
交
通
安
全
対
策
会
議
」
に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
二
十
四
号
と
し
、
同
項
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
五
号
と
し
、
同
表
新
価
値
・
地
域
創
造
推
進

局
の
部
中
「
新
価
値
・
地
域
創
造
推
進
局
」
を
「
新
価
値
創
造
推
進
局
」
に
改
め
、
同
部
山
梨
・
富
士

山
未
来
課
の
項
を
削
り
、
同
部
国
際
戦
略
・
自
然
首
都
圏
推
進
課
の
項
中
「
国
際
戦
略
・
自
然
首
都
圏

推
進
課
」
を
「
国
際
・
水
素
戦
略
推
進
課
」
に
改
め
、
第
五
号
を
第
八
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と

し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

六　

国
際
水
素
サ
ミ
ッ
ト
に
関
す
る
こ
と
。

七　

国
際
水
素
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
新
価
値
・
地
域
創
造
推
進
局
の
部
国
際
戦
略
・
自
然
首
都
圏
推
進
課
の
項
第
三

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

外
国
人
材
の
確
保
及
び
受
入
に
関
す
る
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
新
価
値
・
地
域
創
造
推
進
局
の
部
リ
ニ
ア
・
次
世
代
交
通
推
進
課
及
び
地
域
エ

ネ
ル
ギ
ー
推
進
課
の
項
を
削
り
、
同
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

地
域
デ
ザ

イ
ン
・
新

交
通
基
盤

推
進
局

地
域
デ
ザ
イ

ン
・
リ
ニ
ア

推
進
グ
ル
ー

プ

一　

持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
の
検
討
及
び
新
た
な
県
土
の
グ
ラ
ン

ド
デ
ザ
イ
ン
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
。

二　

リ
ニ
ア
や
ま
な
し
ビ
ジ
ョ
ン
の
推
進
に
係
る
総
合
調
整
に
関
す

る
こ
と
（
実
証
実
験
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

三　

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
建
設
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

四　

空
飛
ぶ
ク
ル
マ
（
電
動
化
、
自
動
化
等
の
航
空
技
術
及
び
垂
直

離
着
陸
等
の
運
航
形
態
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
利
用
し
や
す
く
持
続

可
能
な
次
世
代
の
空
の
移
動
手
段
を
い
う
。
地
域
・
次
世
代
交
通

推
進
グ
ル
ー
プ
の
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
こ
と

。
五　

リ
ニ
ア
見
学
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

山
梨
ト
ラ
ム

推
進
グ
ル
ー

プ

富
士
ト
ラ
ム
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
県
内
延
伸
に
関
す
る
こ
と
を

除
く
。
）
。

地
域
・
次
世

代
交
通
推
進

グ
ル
ー
プ

一　

交
通
行
政
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

乗
合
バ
ス
の
運
行
確
保
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

三　

鉄
道
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

四　

公
共
交
通
網
の
再
編
に
関
す
る
こ
と
。

五　

次
世
代
交
通
（
空
飛
ぶ
ク
ル
マ
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
の

推
進
に
関
す
る
こ
と
。

六　

富
士
ト
ラ
ム
の
県
内
延
伸
に
関
す
る
こ
と
。

七　

交
通
政
策
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

リ
ニ
ア
整
備

推
進
グ
ル
ー

プ

一　

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
駅
の
周
辺
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

二　

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
駅
に
係
る
交
通
結
節
機
能
の
整
備
に
向

け
た
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三　

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
整
備
推
進
に
係
る
国
、
沿
線
自
治
体
、

事
業
者
及
び
住
民
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

地
域
デ
ザ

イ
ン
・
新

交
通
基
盤

推
進
局

地
域
デ
ザ
イ

ン
・
リ
ニ
ア

推
進
グ
ル
ー

プ

一　

持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
の
検
討
及
び
新
た
な
県
土
の
グ
ラ
ン

ド
デ
ザ
イ
ン
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
。

二　

リ
ニ
ア
や
ま
な
し
ビ
ジ
ョ
ン
の
推
進
に
係
る
総
合
調
整
に
関
す

る
こ
と
（
実
証
実
験
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

三　

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
建
設
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

四　

空
飛
ぶ
ク
ル
マ
（
電
動
化
、
自
動
化
等
の
航
空
技
術
及
び
垂
直

離
着
陸
等
の
運
航
形
態
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
利
用
し
や
す
く
持
続

可
能
な
次
世
代
の
空
の
移
動
手
段
を
い
う
。
地
域
・
次
世
代
交
通

推
進
グ
ル
ー
プ
の
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
こ
と

。
五　

リ
ニ
ア
見
学
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

山
梨
ト
ラ
ム

推
進
グ
ル
ー

プ

富
士
ト
ラ
ム
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
県
内
延
伸
に
関
す
る
こ
と
を

除
く
。
）
。

地
域
・
次
世

代
交
通
推
進

グ
ル
ー
プ

一　

交
通
行
政
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

乗
合
バ
ス
の
運
行
確
保
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

三　

鉄
道
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

四　

公
共
交
通
網
の
再
編
に
関
す
る
こ
と
。

五　

次
世
代
交
通
（
空
飛
ぶ
ク
ル
マ
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
の

推
進
に
関
す
る
こ
と
。

六　

富
士
ト
ラ
ム
の
県
内
延
伸
に
関
す
る
こ
と
。

七　

交
通
政
策
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

リ
ニ
ア
整
備

推
進
グ
ル
ー

プ

一　

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
駅
の
周
辺
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

二　

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
駅
に
係
る
交
通
結
節
機
能
の
整
備
に
向

け
た
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三　

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
整
備
推
進
に
係
る
国
、
沿
線
自
治
体
、

事
業
者
及
び
住
民
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

市
町
村
振
興
課

一　

市
町
村
及
び
特
別
地
方
公
共
団
体
の
行
政
の
助
言
等
に
関
す
る
こ
と
。

二　

地
方
自
治
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

三　

地
方
自
治
法
に
係
る
審
査
請
求
及
び
訴
訟
（
市
町
村
分
）
に
関
す
る
こ

と
。

四　

住
民
基
本
台
帳
及
び
住
居
表
示
に
関
す
る
こ
と
。

五　

市
町
村
職
員
の
共
済
組
合
の
指
導
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

六　

市
町
村
が
設
置
す
る
土
地
開
発
公
社
に
関
す
る
こ
と
（
公
有
地
の
拡
大

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
に
関
す
る

こ
と
に
限
る
。
）
。

七　

過
疎
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

八　

辺
地
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

九　

地
域
計
画
の
策
定
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十　

山
村
振
興
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

拠
点
都
市
地
域
の
整
備
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

総
合
保
養
地
域
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

選
挙
管
理
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

自
治
紛
争
調
停
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。
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五

別
表
第
一
の
一
の
表
総
務
部
の
部
市
町
村
振
興
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

市
町
村
振
興
課

一　

市
町
村
及
び
特
別
地
方
公
共
団
体
の
行
政
の
助
言
等
に
関
す
る
こ
と
。

二　

地
方
自
治
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

三　

地
方
自
治
法
に
係
る
審
査
請
求
及
び
訴
訟
（
市
町
村
分
）
に
関
す
る
こ

と
。

四　

住
民
基
本
台
帳
及
び
住
居
表
示
に
関
す
る
こ
と
。

五　

市
町
村
職
員
の
共
済
組
合
の
指
導
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

六　

市
町
村
が
設
置
す
る
土
地
開
発
公
社
に
関
す
る
こ
と
（
公
有
地
の
拡
大

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
に
関
す
る

こ
と
に
限
る
。
）
。

七　

過
疎
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

八　

辺
地
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

九　

地
域
計
画
の
策
定
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十　

山
村
振
興
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

拠
点
都
市
地
域
の
整
備
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

総
合
保
養
地
域
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

選
挙
管
理
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

自
治
紛
争
調
停
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。

職
場
環
境
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
課

一　

職
員
の
働
き
方
改
革
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二　

行
政
事
務
の
管
理
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

三　

良
好
な
職
場
環
境
づ
く
り
に
関
す
る
こ
と
。

四　

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

五　

不
当
要
求
行
為
防
止
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

六　

公
益
通
報
者
保
護
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

七　

多
様
な
職
員
の
活
躍
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

八　

本
庁
舎
の
維
持
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

九　

車
両
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
原
動
機

付
自
転
車
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
購
入
、
修
繕
及
び
処
分
に
関
す
る

こ
と
。

十　

車
両
の
管
理
に
関
す
る
統
括
及
び
指
導
並
び
に
損
害
賠
償
責
任
に
関
す

る
こ
と
。

十
一　

電
気
通
信
及
び
通
信
工
事
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

電
話
料
金
及
び
後
納
郵
便
料
金
の
集
中
経
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

県
有
車
両
の
定
期
点
検
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

庁
用
自
動
車
の
燃
料
等
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

庁
用
自
動
車
の
集
中
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
六　

県
有
車
両
に
係
る
自
動
車
事
故
の
損
害
賠
償
等
に
関
す
る
こ
と
。

税
務
課

一　

県
税
に
係
る
総
合
企
画
及
び
賦
課
徴
収
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
税
に
係
る
訴
訟
及
び
審
査
請
求
に
関
す
る
こ
と
。

三　

県
民
税
利
子
割
及
び
地
方
消
費
税
の
市
町
村
に
対
す
る
交
付
に
関
す
る

こ
と
。

四　

納
税
貯
蓄
組
合
の
指
導
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

五　

県
税
に
係
る
歳
入
金
の
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

六　

そ
の
他
県
税
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

七　

市
町
村
税
に
係
る
滞
納
整
理
の
助
言
等
に
関
す
る
こ
と
。

八　

総
合
県
税
事
務
所
に
関
す
る
こ
と
。

資
産
高
度
利
用
推

進
課

一　

公
有
財
産
の
活
用
に
係
る
基
本
方
針
に
関
す
る
こ
と
。

二　

税
外
収
入
の
確
保
方
針
に
関
す
る
こ
と
。

三　

そ
の
他
歳
入
の
確
保
に
係
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四　

ふ
る
さ
と
納
税
に
関
す
る
こ
と
。

五　

公
有
財
産
及
び
公
の
施
設
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

六　

普
通
財
産
の
取
得
、
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
課
の
所
掌

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

七　

県
有
地
の
高
度
利
活
用
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

八　

職
員
宿
舎
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

九　

県
有
財
産
の
災
害
共
済
に
関
す
る
こ
と
。

十　

土
地
開
発
基
金
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

職
員
厚
生
課

一　

職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

二　

職
員
の
健
康
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三　

職
員
の
恩
給
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
方
職
員
共
済
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

五　

職
員
互
助
会
に
関
す
る
こ
と
。

六　

公
務
災
害
補
償
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

七　

公
務
災
害
補
償
認
定
委
員
会
及
び
公
務
災
害
補
償
審
査
会
に
関
す
る
こ

と
。

職
場
環
境
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
課

一　

職
員
の
働
き
方
改
革
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二　

行
政
事
務
の
管
理
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

三　

良
好
な
職
場
環
境
づ
く
り
に
関
す
る
こ
と
。

四　

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

五　

不
当
要
求
行
為
防
止
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

六　

公
益
通
報
者
保
護
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

七　

多
様
な
職
員
の
活
躍
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

八　

本
庁
舎
の
維
持
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

九　

車
両
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
原
動
機

付
自
転
車
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
購
入
、
修
繕
及
び
処
分
に
関
す
る

こ
と
。

十　

車
両
の
管
理
に
関
す
る
統
括
及
び
指
導
並
び
に
損
害
賠
償
責
任
に
関
す

る
こ
と
。

十
一　

電
気
通
信
及
び
通
信
工
事
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

電
話
料
金
及
び
後
納
郵
便
料
金
の
集
中
経
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

県
有
車
両
の
定
期
点
検
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

庁
用
自
動
車
の
燃
料
等
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

庁
用
自
動
車
の
集
中
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
六　

県
有
車
両
に
係
る
自
動
車
事
故
の
損
害
賠
償
等
に
関
す
る
こ
と
。

税
務
課

一　

県
税
に
係
る
総
合
企
画
及
び
賦
課
徴
収
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
税
に
係
る
訴
訟
及
び
審
査
請
求
に
関
す
る
こ
と
。

三　

県
民
税
利
子
割
及
び
地
方
消
費
税
の
市
町
村
に
対
す
る
交
付
に
関
す
る

こ
と
。

四　

納
税
貯
蓄
組
合
の
指
導
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

五　

県
税
に
係
る
歳
入
金
の
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

六　

そ
の
他
県
税
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

七　

市
町
村
税
に
係
る
滞
納
整
理
の
助
言
等
に
関
す
る
こ
と
。

八　

総
合
県
税
事
務
所
に
関
す
る
こ
と
。

資
産
高
度
利
用
推

進
課

一　

公
有
財
産
の
活
用
に
係
る
基
本
方
針
に
関
す
る
こ
と
。

二　

税
外
収
入
の
確
保
方
針
に
関
す
る
こ
と
。

三　

そ
の
他
歳
入
の
確
保
に
係
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四　

ふ
る
さ
と
納
税
に
関
す
る
こ
と
。

五　

公
有
財
産
及
び
公
の
施
設
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

六　

普
通
財
産
の
取
得
、
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
課
の
所
掌

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

七　

県
有
地
の
高
度
利
活
用
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

八　

職
員
宿
舎
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

九　

県
有
財
産
の
災
害
共
済
に
関
す
る
こ
と
。

十　

土
地
開
発
基
金
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

職
員
厚
生
課

一　

職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

二　

職
員
の
健
康
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三　

職
員
の
恩
給
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
方
職
員
共
済
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

五　

職
員
互
助
会
に
関
す
る
こ
と
。

六　

公
務
災
害
補
償
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

七　

公
務
災
害
補
償
認
定
委
員
会
及
び
公
務
災
害
補
償
審
査
会
に
関
す
る
こ

と
。
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六

別
表
第
一
の
二
の
表
働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り
支
援
室
の
項
及
び
庁
舎
管
理
室
の
項
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

職
員
研
修
室

県
職
員
に
係
る
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
二
の
表
財
政
企
画
室
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

総
合
防
災
政
策
室

一　

広
域
災
害
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

二　

災
害
救
助
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
二
の
表
火
山
防
災
対
策
室
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

地
域
エ
ネ
ル
ギ
ー

推
進
室

一　

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
係
る
施
策
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と

。
二　

ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

四　

太
陽
光
発
電
施
設
の
適
正
な
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
二
の
表
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
準
備
室
の
項
中
「
国
民
ス

ポ
ー
ツ
大
会
・
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
準
備
室
」
を
「
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
全
国
パ
ラ
ス
ポ
ー

ツ
大
会
準
備
室
」
に
、
「
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
」
を
「
国
民
ス
ポ
ー

ツ
大
会
・
全
国
パ
ラ
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
」
に
改
め
、
同
表
リ
ニ
ア
整
備
推
進
室
の
項
及
び
下
水
道
室
の

項
を
削
る
。

別
表
第
三
大
阪
事
務
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
防
災
局
の
部
防
災
危
機
管
理
課
の
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と

し
、
第
五
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
森
林
環
境
部
の
部
森
林
環
境
政
策
課

の
項
第
十
四
号
中
「
太
陽
光
発
電
施
設
の
適
正
な
設
置
及
び
維
持
管
理
」
を
「
水
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
の
推

進
」
に
改
め
、
同
部
自
然
共
生
推
進
課
の
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か

ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
産
業
政
策
部
の
部
成
長
産
業
推
進
課
の
項
第
三
号
中

「
並
び
に
水
素
・
燃
料
電
池
の
利
用
促
進
」
を
削
り
、
同
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
五
号
と

し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

航
空
宇
宙
防
衛
に
関
連
す
る
産
業
の
集
積
及
び
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
農
政
部
の
部
果
樹
・
六
次
産
業
振
興
課
の
項
中
「
果
樹
・
六
次
産
業
振
興
課
」

を
「
果
樹
園
芸
振
興
課
」
に
、
「
及
び
野
菜
」
を
「
、
野
菜
及
び
花
き
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

七　

フ
ラ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
農
政
部
の
部
食
糧
花
き
水
産
課
の
項
中
「
食
糧
花
き
水
産
課
」
を
「
食
糧
水
産

課
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
及
び
第
九
号
を
削
り
、
同
項
第
十
号
中
「
、
蚕
糸
及
び
花
き
」
を
「
及
び

蚕
糸
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
中
第
十
一
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
十
六
号
中
「
フ
ラ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー
及
び
」
を
削
り
、
同

号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
表
県
土
整
備
部
の
部
治
水
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

上
下
水
道
政
策
課

一　

流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

二　

流
域
下
水
道
に
関
す
る
こ
と
。

三　

公
共
下
水
道
及
び
都
市
下
水
路
に
関
す
る
こ
と
。

四　

下
水
道
公
社
に
関
す
る
こ
と
。

五　

水
道
事
業
の
指
導
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
水
質
又
は
衛
生
に
関
す
る
こ

と
を
除
く
。
）
。

別
表
第
一
の
二
の
表
パ
ス
ポ
ー
ト
室
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

総
合
県
民
企
画
室

一　

県
民
生
活
の
支
援
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
企
画
調
整
及
び
戦
略
的

広
報
に
関
す
る
こ
と
。

二　

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三　

孤
独
・
孤
立
対
策
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四　

ひ
き
こ
も
り
支
援
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

五　

国
旗
及
び
国
歌
に
関
す
る
こ
と
。

六　

県
章
、
県
旗
、
県
歌
等
に
関
す
る
こ
と
。

総
合
県
民
企
画
室

一　

県
民
生
活
の
支
援
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
企
画
調
整
及
び
戦
略
的

広
報
に
関
す
る
こ
と
。

二　

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三　

孤
独
・
孤
立
対
策
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四　

ひ
き
こ
も
り
支
援
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

五　

国
旗
及
び
国
歌
に
関
す
る
こ
と
。

六　

県
章
、
県
旗
、
県
歌
等
に
関
す
る
こ
と
。

中
北
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー

県
民
・
地
域
支
援
課

韮
崎
市

峡
東
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー

県
民
・
地
域
支
援
課

甲
州
市

峡
南
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー

県
民
・
地
域
支
援
課

南
巨
摩
郡
富
士
川
町

富
士
・
東
部
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー

県
民
・
地
域
支
援
課

都
留
市



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

七

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
規
定
に
よ
る
機
関

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
そ
の
機
関
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為

は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
規
定
に
よ
る
相
当
の
機
関
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
そ
の
機
関
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

3　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
関
に
勤
務
す
る
者
の
う
ち
、
別
に
発
令

さ
れ
な
い
者
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
機
関
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

新
価
値
・
地
域
創
造
推
進
局
新
事
業
チ
ャ
レ
ン

ジ
推
進
課

新
価
値
創
造
推
進
局
新
事
業
チ
ャ
レ
ン
ジ
推
進

課

新
価
値
・
地
域
創
造
推
進
局
国
際
戦
略
・
自
然

首
都
圏
推
進
課

新
価
値
創
造
推
進
局
国
際
・
水
素
戦
略
推
進
課

新
価
値
・
地
域
創
造
推
進
局
D
X
課

新
価
値
創
造
推
進
局
D
X
課

新
価
値
・
地
域
創
造
推
進
局
統
計
調
査
課

新
価
値
創
造
推
進
局
統
計
調
査
課

新
価
値
・
地
域
創
造
推
進
局
山
梨
・
富
士
山
未

来
課

地
域
デ
ザ
イ
ン
・
新
交
通
基
盤
推
進
局
山
梨
ト

ラ
ム
推
進
グ
ル
ー
プ

新
価
値
・
地
域
創
造
推
進
局
リ
ニ
ア
・
次
世
代

交
通
推
進
課

地
域
デ
ザ
イ
ン
・
新
交
通
基
盤
推
進
局
地
域
・

次
世
代
交
通
推
進
グ
ル
ー
プ

農
政
部
果
樹
・
六
次
産
業
振
興
課

農
政
部
果
樹
園
芸
振
興
課

農
政
部
食
糧
花
き
水
産
課

農
政
部
食
糧
水
産
課

（
山
梨
県
庁
用
自
動
車
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

4　

山
梨
県
庁
用
自
動
車
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
庁
舎
管
理
室
長
」
を
「
職
場
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
長
」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
中
「総

務
部
資
産
高
度
利
用
推
進
課
庁
舎
管
理
室
長

」
を
「総

務
部
職
場
環
境
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
課
長

」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
中
北
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
の
項
か
ら
富
士
・
東
部
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
の
項
ま
で
及
び
職

員
研
修
所
の
項
を
削
り
、
同
表
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
材
料
・
燃
料
電
池
技
術
部
」
を
「
化

学
・
燃
料
電
池
技
術
部
」
に
、
「
機
械
技
術
部
」
を
「
機
械
・
材
料
技
術
部
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
大
阪
事
務
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

地
域
県
民
セ
ン
タ

ー

一　

所
管
区
域
内
の
出
先
機
関
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

二　

所
管
区
域
内
の
保
健
福
祉
事
務
所
、
林
務
環
境
事
務
所
、
農
務
事
務
所

及
び
建
設
事
務
所
の
庶
務
的
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

三　

大
門
・
塩
川
ダ
ム
管
理
事
務
所
の
庶
務
的
事
務
に
関
す
る
こ
と
（
中
北

地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
に
限
る
。
）
。

四　

広
瀬
・
琴
川
ダ
ム
管
理
事
務
所
の
庶
務
的
事
務
に
関
す
る
こ
と
（
峡
東

地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
に
限
る
。
）
。

五　

消
防
に
関
す
る
こ
と
。

六　

防
災
に
関
す
る
こ
と
。

七　

災
害
対
策
本
部
地
方
連
絡
本
部
に
関
す
る
こ
と
。

八　

防
災
行
政
無
線
に
関
す
る
こ
と
。

九　

国
民
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

十　

安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

土
砂
運
搬
の
適
正
化
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

総
合
窓
口
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

広
聴
及
び
広
報
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

情
報
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

一
般
旅
券
の
発
給
に
関
す
る
こ
と
。

十
六　

地
域
行
事
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

十
七　

県
税
に
係
る
納
税
証
明
、
収
納
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
八　

所
管
区
域
内
の
市
町
村
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

十
九　

所
管
区
域
内
の
か
い
の
財
務
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

二
十　

所
管
区
域
内
の
出
先
機
関
の
工
事
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
五
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
の
項
及
び
職
員
研
修
所
の
項
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

中
北
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー

県
民
・
地
域
支
援
課

韮
崎
市

峡
東
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー

県
民
・
地
域
支
援
課

甲
州
市

峡
南
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー

県
民
・
地
域
支
援
課

南
巨
摩
郡
富
士
川
町

富
士
・
東
部
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー

県
民
・
地
域
支
援
課

都
留
市



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

八

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
公
示
の
方
法
）

第
三
条
　
山
梨
県
行
政
手
続
条
例
第
十
五
条
第
四
項
（
同
条
例
第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第
二
十
九
条

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
規

則
で
定
め
る
方
法
は
、
行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
と
公
示
事
項
（
同
条
例
第
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
公
示
事
項
を
い
う
。
第

一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
閲
覧
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
行
政
庁
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
で
き
、
正
常
に
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
に

限
る
。
）
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一　

行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
公
示
事
項
を
当

該
公
示
事
項
の
閲
覧
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
も
の

二　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
（
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第

四
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
五
イ
に
規
定
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
い
う
。
）
を
使

用
す
る
も
の

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
八
号

山
梨
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
七
十
円
」
を
「
百
円
」
に
、
「
百
十
円
」
を
「
百
三
十
円
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
遊
漁
船
業
者
登
録
簿
閲
覧
規
則
の
一
部
改
正
）

5　

山
梨
県
遊
漁
船
業
者
登
録
簿
閲
覧
規
則
（
平
成
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
山
梨
県
農
政
部
花
き
農
産
課
」
を
「
山
梨
県
農
政
部
食
糧
水
産
課
」
に
改
め

る
。

山
梨
県
規
則
第
六
号

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
六
号
中
「
同
条
第
八
項
」
を
「
同
条
第
九
項
」
に
、
「
同
条
第
九
項
」
を
「
同
条
第
十

項
」
に
、
「
同
条
第
十
一
項
」
を
「
同
条
第
十
二
項
」
に
、
「
同
条
第
十
二
項
」
を
「
同
条
第
十
三

項
」
に
、
「
同
条
第
十
三
項
」
を
「
同
条
第
十
四
項
」
に
、
「
同
条
第
十
四
項
」
を
「
同
条
第
十
五

項
」
に
、
「
同
条
第
十
五
項
」
を
「
同
条
第
十
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
同
条
第
十
項
」
を

「
同
条
十
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
第
十
六
項
」
を
「
第
十
七
項
」
に
、
「
同
条
第
十
七
項
」
を
「
同
条
第
十
八

項
」
に
、
「
同
条
第
十
八
項
」
を
「
同
条
第
十
九
項
」
に
、
「
同
条
第
十
九
項
」
を
「
同
条
第
二
十

項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
二
の
部
3
の
項
中
「
同
条
第
二
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
会
計
課
の
部
一
の
款
中
1
の
項
を
削
り
、
2
の
項
を
1
の
項
と
し
、
3
の
項
か
ら
17
の
項

ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
七
号

山
梨
県
行
政
手
続
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
行
政
手
続
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
行
政
手
続
条
例
施
行
規
則
（
平
成
八
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。
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十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日
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第2号様式（第6条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
〇

事
項
の
写
し

2
通
を
別
紙

」
を
「登

載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
別
添

」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中
「第

2
号
様
式

」
を
「第

2
号
様
式

（第
6
条
関
係

）
」
に
、
「山

梨
県
公
報
登
載

依
頼
書

」
を
「県

公
報
登
載
依
頼
書

」
に
、
「山

梨
県
公
報
に

」
を
「県

公
報
に

」
に
、
「第

7
条
第

1
項

」
を
「第

6
条
第

1
項

」
に
、
「の

写
し

2
通

」
を
「を

記
録
し
た
電
磁
的
記
録

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
第
一
号
様
式
に
よ
る

県
公
報
登
載
事
項
送
付
書
及
び
第
二
号
様
式
に
よ
る
県
公
報
登
載
依
頼
書
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改

正
後
の
第
一
号
様
式
に
よ
る
県
公
報
登
載
事
項
送
付
書
及
び
第
二
号
様
式
に
よ
る
県
公
報
登
載
依
頼

書
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
十
号

山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定
め
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定

め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定
め
る

規
則
（
平
成
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
中
一
の
項
を
削
り
、
二
の
項
を
一
の
項
と
し
、
三
の
項
か
ら
八
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰

り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
一
号

山
梨
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
号
様
式
中
「郵

送
料

」
を
「送

付
に
要
す
る
費
用

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
の

改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
九
号

山
梨
県
公
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
公
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
公
報
発
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

2　

県
公
報
の
発
行
は
、
県
公
報
に
登
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁

気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ

つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
つ
て
直
接
受
信
さ
れ
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動
的
に
送
信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有

線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
利
用
し
て
公
衆
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く

措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

3　

災
害
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
情
又
は
前
項
の
自
動
公
衆
送
信
に
係
る
障
害
が
生
じ
た
こ
と
に

よ
り
、
同
項
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県

公
報
に
登
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
又
は
知
事
が
適
当
と
認
め
る
場

所
に
お
い
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
県
公
報
の
発
行
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
中
「
印
刷
上
」
を
「
作
成
上
」
に
、
「
、
前
条
」
を
「
、
同
条
」
に
改
め
る
。

第
五
条
を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
八
条
」
を
「
第
七
条
」
に
、
「
の
写
し
二
通
」
を
「
を
記
録
し
た
電
磁
的
記

録
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
県
の
機
関
が
第
二
条
各
号
」
を
「
知
事
以
外
の
県
の
機
関
が
第
二
条
第
一
項
各

号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
八
条
を
第
七
条
と
し
、
第
九
条
を
第
八
条
と
し
、
第
十
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
を
削
る
。

第
一
号
様
式
中
「第

1
号
様
式

」
を
「第

1
号
様
式

（第
5
条
関
係

）
」
に
、
「山

梨
県
公
報
登
載

事
項
送
付
書

」
を
「県

公
報
登
載
事
項
送
付
書

」
に
、
「第

6
条

」
を
「第

5
条

」
に
、
「登

載
す
る



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
一

第
一
条
中
「
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
」
を
削
る
。

第
二
条
の
二
中
「
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
開
始
届
（
第
一
号
様
式
の
二
）
」
を
「
事
業
開
始
の
届

出
書
（
第
一
号
様
式
）
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
三
中
「
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
変
更
届
（
第
一
号
様
式
の
三
）
」
を
「
変
更
届
出
書

（
第
二
号
様
式
）
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
四
中
「
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
廃
止
（
休
止
）
届
（
第
一
号
様
式
の
四
）
」
を
「
廃

止
・
休
止
届
出
書
（
第
三
号
様
式
）
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
五
を
削
る
。

第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
等
の
設
置
の
届
出
等
）

第
三
条
　
法
第
十
五
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

は
、
設
置
の
届
出
書
（
第
四
号
様
式
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2　

法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
は
、
設
置
認
可
の
申
請
書
（
養
護
老
人
ホ
ー
ム

に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
第
五
号
様
式
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
第
六
号

様
式
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
等
の
変
更
の
届
出
）

第
四
条
　
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
は
、
変
更
届
出
書
（
第
七
号
様
式
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
等
の
廃
止
、
休
止
等
の
届
出
等
）

第
五
条
　
法
第
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
又
は
法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
は
、
廃
止
・
休
止
・
入
所
定
員
の
減
少
・

増
加
届
出
（
認
可
申
請
）
書
（
第
八
号
様
式
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
の
二
及
び
第
六
条
を
削
る
。

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
二

第１号様式（第２条の２関係）

老人居宅生活支援事業

年 月 日

届出者

　  老人福祉法に規定する事業所に係る事業開始の旨を下記のとおり、関係書類を添えて届け出ます。

- ）

都 道 市 区

府 県 町 村

老人居宅介護等事業

老人デイサービス事業

老人短期入所事業

小規模多機能型居宅介護事業

認知症対応型老人共同生活援助事業

複合型サービス福祉事業

介護保険事業所番号 （既に介護保険法上の指定を受けている場合）

- ）

都 道 市 区

府 県 町 村

人

人

人

人

人

事業開始の届出書

山梨県知事　殿
所在地

名称

代表者職名・氏名

法人番号

Email

法人等の種類

法人の吸収合併又は吸収分割における届出時に☑

連絡先 電話番号 （内線） ＦＡＸ番号

経
営
者
・
法
人

フリガナ

氏名（名称）

住所（主たる事
業所の所在地）

（郵便番号

届
出
を
行
う
事
業
の
種
類
及
び
内
容

届出対象事業等
（該当事業に○）

事業等の開始予定
年月日

事業等の種類

　

事
業
所

フリガナ

名称

所在地 （郵便番号

Email

事業を行おうと
する区域

主な
職員

フリガナ

氏名

連絡先 電話番号 （内線） ＦＡＸ番号

入所／入居／登録定員

○職員の定数及び職務の内容

職種 職務内容 定数

添付書類 別添のとおり

第1号様式（第2条の2関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
三

第
一
号
様
式
の
二
か
ら
第
一
号
様
式
の
五
ま
で
を
削
る
。

第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
四

第２号様式（第２条の３関係）

老人居宅生活支援事業

年 月 日

届出者

老人福祉法上に規定する事業所について、次のとおり内容を変更しましたので届け出ます。

介護保険事業所番号

年 月 日

事業の種類及び内容 （変更前）

経営者の氏名（法人であるときは、その名称）

経営者の住所（法人であるときは、主たる事務所の所在地）

主な職員の氏名

事業を行おうとする区域

事業所の名称 （変更後）

事業所の種類

事業所の所在地

事業所の入所定員、登録定員又は入居定員

その他

備考 「変更があった事項」の「変更の内容」は、変更前と変更後の内容が具体的に分かるように記入してください。

- ）

都 道 市 区

府 県 町 村

　 老人居宅介護等事業 老人デイサービス事業 老人短期入所事業

小規模多機能型居宅介護事業 認知症対応型老人共同生活援助事業 複合型サービス福祉事業

- ）

都 道 市 区

府 県 町 村

人

名称

代表者職名・氏名　

変更届出書

山梨県知事　殿
所在地

変更があった事項（該当に○） 変更の内容

法人番号

変
更
内
容

変更年月日

連絡先 電話番号 （内線） ＦＡＸ番号

住所（主たる事業所
の所在地）

（郵便番号

所在地 （郵便番号

Email

法人等の種類

法人の吸収合併又は吸収分割における届出時に☑

経
営
者
・
法
人

フリガナ

氏名（名称）

　

ＦＡＸ番号

Email

事業を行おうとする
区域

連絡先 電話番号 （内線）

添付書類 別添のとおり

主な
職員

フリガナ

氏名

入所／入居／登録定員 ※老人居宅介護等事業の場合は記入不要

事
業
所

フリガナ

名称

事業の種類

第2号様式（第2条の3関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
五

第３号様式（第２条の４関係）

老人居宅生活支援事業

年 月 日

届出者

次のとおり事業を廃止（休止）するので届け出ます。

年 月 日

年 月 日

備考　廃止又は休止する日の１月前までに届け出てください。

廃止・休止届出書

山梨県知事　殿
所在地

名称

代表者職名・氏名　

介護保険事業所番号

法人番号

廃止・休止する事業所 名称

所在地

サービスの種類

廃止・休止の別 廃止 休止

廃止・休止する年月日

廃止・休止する理由

現に便宜を受け又は入所している者に対する措置

休止予定期間

休止日 ～

第3号様式（第2条の4関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
六

第
三
号
様
式
の
二
を
削
る
。

第
四
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
七

第４号様式（第３条関係）  

老人福祉施設

年 月 日

届出者

　  老人福祉法に規定する施設設置の旨を下記のとおり、関係書類を添えて届け出ます。

- ）

都 道 市 区

府 県 町 村

老人デイサービスセンター

老人短期入所施設

老人介護支援センター

養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

有料老人ホーム

介護保険事業所番号 （既に介護保険法上の指定を受けている場合）

- ）

都 道 市 区

府 県 町 村

人

室

（郵便番号  －
 
）

人

人

人

人

様式

付表第一号（一） 

付表第一号（二） 

付表第一号（三） 

施設の種類

設置の届出書

山梨県知事　殿
所在地

名称

代表者職名・氏名

法人番号

Email

法人等の種類

法人の吸収合併又は吸収分割における届出時に☑

連絡先 電話番号 （内線） ＦＡＸ番号

経
営
者
・
法
人

フリガナ

氏名（名称）

住所（主たる事
業所の所在地）

（郵便番号

届
出
を
行
う
施
設
の
種
類
及
び
内
容

届出対象施設（
該当事業に○）

事業開始の予定
年月日

施
設 フリガナ

名称 　

所在地 （郵便番号

居室数　※有料老人ホームの場合のみ

Email

事業を行おうと
する区域

入所／入居定員

連絡先 電話番号 （内線） ＦＡＸ番号

職種 職務内容 定数

氏名

○職員の定数及び職務の内容　※有料老人ホームの場合には記入不要

施
設
長
／
管
理
者

フリガナ 住所
※有料老人ホ
ームの場合の
み

添付書類 別添のとおり

第4条様式（第3号条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
八

－ ）

都 道 市 区

府 県 町 村

付表第一号（一） 養護老人ホームの設置の届出に係る記載事項

施
設

法人番号

フリガナ

名称

所在地 （郵便番号

主な
職員

フリガナ

氏名

入所者数 人（推定数を記入）

連絡先 電話番号 （内線） FAX番号

Email

○人員に関する基準の確認に必要な事項

従業者の職種・員数 施設長 医師 生活相談員

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

常勤（人）

非常勤（人）

常勤換算後の人数（人）

従業者の職種・員数 支援員 看護職員 栄養士

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

常勤（人）

非常勤（人）

常勤換算後の人数（人）

○設備に関する基準の確認に必要な事項

居室 １室あたりの最大定員 人

入所者１人あたりの最小床面積

建物の構造 耐火建築物 準耐火建築物 その他

添付書類 別添のとおり

㎡

廊下 片廊下の幅 ｍ

中廊下の幅 ｍ



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
九

 －
 
）

都 道 市 区

府 県 町 村

ユニット型地域密着型

従業者の職種・員数

付表第一号（二）  特別養護老人ホームの設置の届出に係る記載事項

施
設

法人番号

フリガナ

名称

所在地 （郵便番号

連絡先 電話番号 （内線） FAX 番号

Email

名称 主な診療科名

名称 主な診療科名

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

主な
職員

フリガナ

氏名

協力医療機関 名称 主な診療科名

名称 主な診療科名

介護形式（いずれか一方を選択）
従来型 ユニット型

地域密着型

○人員に関する基準の確認に必要な事項

施設長 医師 生活相談員 介護職員

常勤換算後の人数（人）

非常勤（人）
従事人数

常勤（人）

看護職員 栄養士 機能訓練指導員

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

常勤換算後の人数（人）

入所者数 人（前年の平均値、新規の場合は推定数を記入）

非常勤（人）
従事人数

常勤（人）

直接外気に面して解放できる面積 ㎡

○設備に関する基準の確認に必要な事項

居室 １室あたりの最大定員 人

入所者１人あたりの最小床面積 ㎡

食堂と機能訓練室の合計面積 ㎡

静養室 入所者１人あたりの最小床面積 ㎡

直接外気に面して解放できる面積 ㎡

建物の構造 耐火建築物 準耐火建築物 その他

添付書類 別添のとおり

廊下 片廊下の幅 ｍ

中廊下の幅 ｍ

－ ）

都 道 市 区

府 県 町 村

有 無

居室

付表第一号（三）  有料老人ホームの設置の届出に係る記載事項

施
設

法人番号

フリガナ

名称

所在地 （郵便番号

連絡先 電話番号 （内線） FAX番号

常勤（人）

Email

介護サービスの提供有無

○人員に関する基準の確認に必要な事項

従業者の職種・員数 管理者 生活相談員 栄養士 調理員 介護職員

専従 兼務 専従 兼務専従 兼務

常勤換算後の人数（人）

専従 兼務 専従 兼務

看護職員 機能訓練指導員

専従 兼務 専従 兼務

非常勤（人）

非常勤（人）

常勤（人）

ｍ

建物の構造 耐火建築物 準耐火建築物 その他

添付書類 別添のとおり

○設備に関する基準の確認に必要な事項

利用者１人あたりの最小床面積 ㎡

廊下 片廊下の幅 ｍ

中廊下の幅

常勤換算後の人数（人）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

二
〇

－ ）

都 道 市 区

府 県 町 村

有 無

居室

付表第一号（三）  有料老人ホームの設置の届出に係る記載事項

施
設

法人番号

フリガナ

名称

所在地 （郵便番号

連絡先 電話番号 （内線） FAX番号

常勤（人）

Email

介護サービスの提供有無

○人員に関する基準の確認に必要な事項

従業者の職種・員数 管理者 生活相談員 栄養士 調理員 介護職員

専従 兼務 専従 兼務専従 兼務

常勤換算後の人数（人）

専従 兼務 専従 兼務

看護職員 機能訓練指導員

専従 兼務 専従 兼務

非常勤（人）

非常勤（人）

常勤（人）

ｍ

建物の構造 耐火建築物 準耐火建築物 その他

添付書類 別添のとおり

○設備に関する基準の確認に必要な事項

利用者１人あたりの最小床面積 ㎡

廊下 片廊下の幅 ｍ

中廊下の幅

常勤換算後の人数（人）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

二
一

第５号様式（第３条関係）

老人福祉施設　養護老人ホーム

年 月 日

申請者

　老人福祉法に規定する養護老人ホームについて認可を受けたいので、下記のとおり関係書類を

添えて申請します。

- ）

都 道 市 区

府 県 町 村

ＦＡＸ番号

介護保険事業所番号

人

- ）

都 道 市 区

府 県 町 村

人

人

人

人

人（推定数を記入）

別添のとおり

名称

代表者職名・氏名

法人番号

設置認可の申請書

山梨県知事　殿
所在地

Email

法人等の種類

法人の吸収合併又は吸収分割における届出時に☑

連絡先 電話番号 （内線）

経
営
者
・
法
人

フリガナ

氏名（名称）

住所（主たる事業所の所
在地）

（郵便番号

施
設

（既に介護保険法上の指定を受けている場合）

フリガナ

名称

入所定員

所在地 （郵便番号

Email

事業開始の予定年月日

施
設
長

フリガナ

氏名

連絡先 電話番号 （内線） ＦＡＸ番号

職種 職務内容 定数

主な
職員

フリガナ

氏名

○職員の定数及び職務の内容

入所者数

○人員に関する基準の確認に必要な事項

従業者の職種・員数 施設長 医師 生活相談員

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

非常勤（人）

常勤（人）

常勤換算後の人数
（人）

従業者の職種・員数 支援員 看護職員 栄養士

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

常勤（人）

○設備に関する基準の確認に必要な事項

１室あたりの最大定員 人

非常勤（人）

利用者１人あたりの
最小床面積 ㎡

片廊下の幅 ｍ

常勤換算後の人数
（人）

その他

添付書類

中廊下の幅 ｍ

建物の構造 耐火建築物 準耐火建築物

第5号様式（第3条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

二
二

第６号様式（第３条関係）  

老人福祉施設　特別養護老人ホーム

年 月 日

申請者

　老人福祉法に規定する特別養護老人ホームについて認可を受けたいので、下記のとおり関係書類を

添えて申請します。

- ）

都 道 市 区

府 県 町 村

電話番号

老人居宅介護等事業

老人デイサービス事業

老人短期入所事業

小規模多機能型居宅介護事業

認知症対応型老人共同生活援助事業

複合型サービス福祉事業

介護保険事業所番号 （既に介護保険法上の指定を受けている場合）

- ）

都 道 市 区

府 県 町 村

電話番号

人

人（推定数を記入）

直接外気に面して解放できる面積

直接外気に面して解放できる面積

名称

代表者職名・氏名

法人番号

設置認可の申請書

山梨県知事　殿
所在地

連絡先 （内線） ＦＡＸ番号

Email

住所（主たる事業所の所
在地）

（郵便番号

法人等の種類

法人の吸収合併又は吸収分割における届出時に☑

届
出
を
行
う
事
業
の
種
類
及
び
内
容

事業等の種類 届出対象事業等（該
当事業に○）

事業等の開始予
定年月日

経
営
者
・
法
人

フリガナ

氏名（名称）

施
設 フリガナ

名称

所在地 （郵便番号

事業開始の予定年月日

施
設
長

フリガナ

氏名

連絡先 （内線） ＦＡＸ番号

Email

名称 主な診療科名

名称 主な診療科名

主な
職員

フリガナ

氏名

協力医療機関 名称 主な診療科名

名称 主な診療科名

介護形式（いずれか一方を選択） 従来型 ユニット型

地域密着型 ユニット型地域密着型

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

入所定員

○人員に関する基準の確認に必要な事項

従業者の職種・員数 施設長 医  師 生活相談員 介護職員

専従 兼務

常勤換算後の人数（人）

非常勤（人）

従事人数 常勤（人）

看護職員 栄養士 機能訓練指導員

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

常勤換算後の人数（人）

非常勤（人）

従事人数 常勤（人）

入所者数

○設備に関する基準の確認に必要な事項

居室 １室あたりの最大定員 人

入所者１人あたりの最小床面積

静養室 入所者１人あたりの最小床面積 ㎡

㎡

㎡

㎡

食堂と機能訓練室の合計面積 ㎡

廊下 片廊下の幅 ｍ

建物の構造 耐火建築物 準耐火建築物 その他

添付書類 別添のとおり

中廊下の幅 ｍ

第6号様式（第3条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

二
三

第
六
号
様
式
の
二
を
削
る
。

第
七
号
様
式
及
び
第
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

二
四

第７号様式（第４条関係）

老人福祉施設

年 月 日

届出者

老人福祉法上に規定する施設について、次のとおり内容を変更しましたので届け出ます。

介護保険事業所番号

年 月 日

施設の名称、種類 （変更前）

施設の所在地

設置者の氏名（法人であるときは、その名称）

設置者の住所（法人であるときは、主たる事務所の所在地）

建物の規模及び構造並びに設備の概要

施設の施設長/管理者の氏名

施設の施設長/管理者の住所

事業を行おうとする区域

入所定員、入居定員

居室数

施設の運営の方針

登記事項証明書・条例等 （変更後）

（当該事業に関するものに限る。）

施設において供与をされる介護等の内容

設置届時の直近の事業年度の決算書

職員の配置の計画

一時金、利用料その他の入居者の費用負担の額

保全措置を講じたことを証する書類

一時金の返還に関する契約の内容

長期の収支計画

重要事項説明書

その他

備考　「変更があった事項」の「変更の内容」は、変更前と変更後の内容が具体的に分かるように記入してください。

- ）

都 道 市 区

府 県 町 村

電話番号 ＦＡＸ番号

　 老人デイサービスセンター 老人短期入所施設 老人介護支援センター

養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 有料老人ホーム

- ）

都 道 市 区

府 県 町 村

電話番号 ＦＡＸ番号

人

室

（郵便番号  ）

変更届出書

山梨県知事　殿
所在地

建築基準法第六条第一項の確認を受けたことを証する書類

名称

代表者職名・氏名　

法人番号

Email

変更内容 変更年月日

変更があった事項（該当に○） 変更の内容

入所／入居定員

居室数　※有料老人ホームの場合のみ

連絡先

法人等の種類

法人の吸収合併又は吸収分割における届出時に☑

経営者・法
人

フリガナ

氏名（名称）

住所（主たる事業所
の所在地）

（郵便番号

連絡先 （内線）

（内線）

Email

フリガナ

名称 　

施設の種類

所在地 （郵便番号

事業を行おうとする
区域

添付書類 別添のとおり

氏名

施設長／管
理者

フリガナ 住所
※有料老人ホームの場
合のみ

－

第7号様式（第4条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

二
五

※参考　届出が必要な変更事項（老人福祉法第十五条の二及び第二十九条第二項）

施設の名称、種類 ○ ○ ○ ○ ○ ○

施設の所在地 ○ ○ ○ ○ ○ ○

設置者の氏名（法人であるときは、その名称） ○

設置者の住所（法人であるときは、主たる事務所の所在地） ○

建物の規模及び構造並びに設備の概要 ○ ○ ○ ○ ○ ○

施設の施設長/管理者の氏名 ○ ○ ○ ○

施設の施設長/管理者の住所 ○

事業を行おうとする区域 ○ ○ ○

入所定員、入居定員 ○ ○

居室数 ○

施設の運営の方針 ○ ○ ○

登記事項証明書・条例等 ○

施設において供与をされる介護等の内容 ○

建築基準法第六条第一項の確認を受けたことを証する書類 ○

設置届時の直近の事業年度の決算書 ○

職員の配置の計画 ○

一時金、利用料その他の入居者の費用負担の額 ○

保全措置を講じたことを証する書類 ○

一時金の返還に関する契約の内容 ○

長期の収支計画 ○

重要事項説明書 ○

その他

老人デイサービ
スセンター

老人短期
入所施設

老人介護
支援セン
ター

養護老人
ホーム

特別養護老
人ホーム

有料老人
ホーム



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

二
六

第８号様式（第５条関係）

老人福祉法に規定する老人福祉施設

年 月 日

届出者（申請者）

次のとおり事業の廃止・休止又は入所定員の減少・増加を届出（認可申請）します。

年 月 日

年 月 日

備考 廃止・休止又は入所定員の減少・増加の日の１月前までに届出（認可申請）してください。

入所定員の減少・増加は、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームのみが対象となります。

廃止・休止・入所定員の減少・増加届出（認可申請）書

山梨県知事　殿
所在地

名称

代表者職名・氏名　

介護保険事業所番号

法人番号

廃止・休止又は入所定員の減少・増加をする事業所 名称

所在地

サービスの種類

廃止・休止・入所定員の減少・増加の別 　 廃止　　　　　入所定員の減少

　 休止　　　　　入所定員の増加

廃止・休止又は入所定員の減少・増加をする年月日

廃止・休止又は入所定員の減少・増加をする理由

現に便宜若しくは援助を受け又は入所している者に対す
る措置（廃止・休止又は入所定員の減少をする場合）

減少・増加後の入所定員

休止予定期間

休止日　　　～

第8号様式（第5条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

二
七

第
一
号
様
式
を
削
り
、
第
一
号
様
式
の
二
を
第
一
号
様
式
と
し
、
第
一
号
様
式
の
三
を
第
一
号
様

式
の
二
と
し
、
第
一
号
様
式
の
四
を
第
一
号
様
式
の
三
と
し
、
第
六
号
様
式
の
二
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
第
五
条

の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び

社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
第
二
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
若
し
く
は
第
三
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
、
同
日
前
に

受
理
し
た
申
請
又
は
届
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
三
号

山
梨
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
借
用
証
書
の
提
出
）

第
六
条
　
修
学
資
金
の
貸
与
契
約
に
係
る
全
額
（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
を
解
除
さ
れ
た
と

き
は
、
解
除
さ
れ
た
と
き
ま
で
の
全
額
）
の
貸
与
を
受
け
た
者
は
、
当
該
修
学
資
金
の
受
領
後
（
同

項
の
規
定
に
よ
り
契
約
を
解
除
さ
れ
た
と
き
は
、
解
除
さ
れ
た
後
）
、
速
や
か
に
、
看
護
職
員
修
学

資
金
借
用
証
書
（
第
五
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
４
号
様
式　

削
除

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
四
号

狂
犬
病
予
防
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

第
九
号
様
式
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定

に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
老
人
福
祉
法
施
行
細

則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
十
二
号

山
梨
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
及
び
山
梨
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
及
び
山
梨
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に

支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
四
の
見
出
し
を
「
（
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
廃
止
・
休
止
・
再
開
届
出
書
等
）
」

に
改
め
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
四
号
様
式
の
十
」
を
「
第
四
号

様
式
の
八
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
四
号
様
式
の
十
一
」
を

「
第
四
号
様
式
の
九
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
四
号
様
式
の
八
及
び
第
四
号
様
式
の
九
を
削
り
、
第
四
号
様
式
の
十
を
第
四
号
様
式
の
八
と

し
、
第
四
号
様
式
の
十
一
を
第
四
号
様
式
の
九
と
す
る
。

（
山
梨
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
一
部

改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則

（
平
成
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
を
削
り
、
同
条
第
一
号
の
二
中
「
第
一
号
様
式
の
二
」
を
「
第
一
号
様
式
」
に
改

め
、
同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
三
中
「
第
一
号
様
式
の
三
」
を
「
第
一
号
様
式
の

二
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
一
号
の
二
と
し
、
同
条
第
一
号
の
四
中
「
第
一
号
様
式
の
四
」
を

「
第
一
号
様
式
の
三
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
一
号
の
三
と
す
る
。

第
三
条
中
第
一
号
を
削
り
、
第
一
号
の
二
を
第
一
号
と
す
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

二
八

（
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規
則
（
平
成
十
年
山
梨
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
一
、
一
〇
〇
円
」
を
「
一
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
二
〇
〇
円
」
を
「
二
、
五

〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
一
六
〇
円
」
を
「
二
一
〇
円
」
に
、
「
二
七
〇
円
」
を
「
三
五
〇
円
」
に
、
「
三

八
〇
円
」
を
「
四
九
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
七
号

山
梨
県
立
文
学
館
の
設
備
器
具
の
使
用
料
の
額
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
立
文
学
館
の
設
備
器
具
の
使
用
料
の
額
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
文
学
館
の
設
備
器
具
の
使
用
料
の
額
を
定
め
る
規
則
（
平
成
元
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
中
「
二
、
八
六
〇
円
」
を
「
三
、
一
二
〇
円
」
に
、
「
二
二
〇
円
」
を
「
二
四
〇
円
」

に
、
「
一
、
八
一
〇
円
」
を
「
一
、
九
七
〇
円
」
に
、
「
三
、
五
二
〇
円
」
を
「
三
、
八
四
〇
円
」

に
、
「
七
、
一
五
〇
円
」
を
「
七
、
七
九
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
八
号

山
梨
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
（
令
和
二
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
一　

室
」
を
「
一　

課
」
に
、
「
第
七
条
第
二
項
の
表
に
掲
げ
る
下
水
道
室
」

を
「
別
表
第
一
の
一
の
表
に
掲
げ
る
上
下
水
道
政
策
課
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
県
土
整
備
部
県

土
整
備
総
務
課
長
」
を
「
県
土
整
備
部
上
下
水
道
政
策
課
長
」
に
改
め
、
同
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

狂
犬
病
予
防
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

狂
犬
病
予
防
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

四
条
中
「
百
十
円
」
を
「
三
百
九
十
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
五
号

山
梨
県
温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
温
泉
法
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
一
条
中
「
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
」
を
削
る
。

第
三
条
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
六
号

山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
及
び
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 
郎

山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
及
び
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
第
一
号
の
表
中
「
一
、
一
〇
〇
円
」
を
「
一
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
二
〇
〇
円
」

を
「
二
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
第
二
号
の
表
中
「
一
六
〇
円
」
を
「
二
一
〇
円
」
に
、
「
二
七
〇
円
」
を
「
三
五
〇

円
」
に
、
「
三
八
〇
円
」
を
「
四
九
〇
円
」
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

二
九

第
一
条
　
山
梨
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
号
中
「
と
き
。
」
を
「
と
き
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
山
梨
県
森
林
公
園
金
川
の
森

の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
場
を
利
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
及
び

第
三
号
中
「
と
き
。
」
を
「
と
き
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「
が
観
覧
（
県
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
常
設

の
展
示
の
場
合
に
限
る
。
）
」
を
「
（
県
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
が
観
覧
」
に
改
め

る
。

一　

山
梨
県
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
四
号
）
第

五
条
第
一
項
第
二
号

二　

山
梨
県
立
考
古
博
物
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
五

号
）
第
六
条
第
一
項
第
二
号

三　

山
梨
県
立
文
学
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
六
号
）
第

六
条
第
一
項
第
二
号

（
山
梨
県
立
博
物
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
山
梨
県
立
博
物
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
の
者
」
の
下
に
「
（
県
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
」
を

加
え
、
「
（
県
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
常
設
の
展
示
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
号

山
梨
県
税
外
収
入
の
督
促
及
び
滞
納
処
分
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
税
外
収
入
の
督
促
及
び
滞
納
処
分
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
税
外
収
入
の
督
促
及
び
滞
納
処
分
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
。
以
下
「
財
務
規
則
」
と
い
う
。
」
を
削
り
、
「
記
載
す
る
」
を
「
登
載
す

る
」
に
、
「
督
促
状
発
付
通
知
書
（
第
三
号
様
式
）
」
を
「
督
促
状
発
付
簿
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し

書
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

4　

前
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
山
梨
県
財
務
規
則
第
二
条
第
十
五
号
に
規
定
す
る
財
務
シ
ス
テ
ム
を

五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
条
第
六
号
中
「
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
を
「
県
土
整
備
部
県
土
整
備
総

務
課
長
及
び
前
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
室
」
を
「
課
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
室
の
室
長
補
佐
」
を
「
課
の
課
長

補
佐
」
に
、
「
室
の
企
業
出
納
員
（
以
下
「
室
出
納
員
」
を
「
課
の
企
業
出
納
員
（
以
下
「
課
出
納

員
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
室
出
納
員
は
、
室
」
を
「
課
出
納
員
は
、
課
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
四
項
中
「
、
課
長
」
を
「
、
県
土
整
備
部
県
土
整
備
総
務
課
長
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中

「
課
長
専
決
事
項
」
を
「
県
土
整
備
部
県
土
整
備
総
務
課
長
専
決
事
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

「
、
課
長
」
を
「
、
県
土
整
備
部
県
土
整
備
総
務
課
長
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
三
項
中
「
室
長
」
を
「
課
長
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
室
」
を
「
課
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
及
び
第
三
十
四
条
中
「
室
出
納
員
」
を
「
課
出
納
員
」
に
、
「
室
長
」
を
「
課
長
」
に
改

め
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
、
室
」
を
「
、
課
」
に
、
「
室
出
納
員
」
を
「
課
出
納
員
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
た
だ
し
書
及
び
第
六
十
七
条
中
「
室
出
納
員
」
を
「
課
出
納
員
」
に
改
め
る
。

第
七
十
九
条
の
見
出
し
を
「
（
物
品
の
保
管
転
換
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
室
」
を
「
課
」
に
改
め

る
。第

八
十
五
条
中
「
室
出
納
員
」
を
「
課
出
納
員
」
に
改
め
る
。

第
九
十
六
条
の
見
出
し
を
「
（
固
定
資
産
の
保
管
転
換
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
室
」
を
「
課
」
に

改
め
る
。

第
百
十
二
条
第
二
項
、
第
百
十
五
条
及
び
第
百
二
十
条
第
一
項
中
「
課
長
」
を
「
県
土
整
備
部
県
土

整
備
総
務
課
長
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
五
条
中
「
室
長
」
を
「
課
長
」
に
、
「
課
長
」
を
「
県
土
整
備
部
県
土
整
備
総
務
課
長
」

に
改
め
る
。

第
四
十
一
号
様
式
中
「室　

　
長

」
を
「課　
　
長

」
に
、
「室

長
補
佐

」
を
「課

長
補
佐

」
に
改

め
る
。

第
五
十
号
様
式
中
「室

長

（所
長

）
」
を
「課

長

（所
長

）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
九
号

山
梨
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

三
〇

第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

使
用
し
て
行
う
場
合
の
特
例
に
つ
い
て
は
、
同
規
則
第
二
百
七
十
七
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
中
「
又
は
」
の
下
に
「
山
梨
県
財
務
規
則
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
」
を
加
え
る
。

第
一
号
様
式
中

　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

第　
　
　
号

年
度

納　
期　

限
年　
　
　
　
月　
　
　
　
日　

金　
　
　
　
　
額

　
科

　
目

指　
定　

期　
限

年　
　
　
　
月　
　
　
　
日　

「

「

第　
　
　
号

年
度

納　
期　

限
年　
　
　
　
月　
　
　
　
日　

金　
　
　
　
　
額

　
科

　
目

指　
定　

期　
限

年　
　
　
　
月　
　
　
　
日　

「

「

第　
　
　
　
　
号

年
度

納　
期　

限
　
　
　
　
　
年　
　
　
月　
　
　
　
日

金　
　
　
　
　
額

納　
付　

目　
的

指　
定　

期　
限
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年　
　
　
月　
　
　
　
日

「

「

第　
　
　
　
　
号

年
度

納　
期　

限
　
　
　
　
　
年　
　
　
月　
　
　
　
日

金　
　
　
　
　
額

納　
付　

目　
的

指　
定　

期　
限
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年　
　
　
月　
　
　
　
日

「

「



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

三
一

第
2号
様
式

第
２
号
様
式
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発
付
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収
入
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山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

三
二

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
財
政
課
長
」
の
下
に
「
、
職
場
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
長
」
を
加
え
、
同

項
の
表
一
の
項
ロ
中
「
十
万
円
」
を
「
二
十
万
円
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
イ
中
「
五
千
万
円
」
を

「
一
億
円
」
に
改
め
、
同
項
ロ
、
同
表
三
の
項
か
ら
五
の
項
ま
で
及
び
同
条
第
五
項
中
「
十
万
円
」
を

「
二
十
万
円
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
見
出
し
中
「
れ
い
出
、
れ
い
入
」
を
「
戻
出
、
戻
入
」
に
改
め
、
同
条
中
「
れ
い

出
」
を
「
戻
出
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
れ
い
入　

れ
い
入
伺
い
」
を
「
戻
入　

戻
入
伺
い
」
に

改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
中
「
事
項
」
の
下
に
「
（
負
担
付
き
の
寄
附
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
中
「
知
事
政
策
局
長
」
を
「
高
度
政
策
推
進
局
長
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
見
出
し
を
「
（
収
入
支
出
見
込
額
の
報
告
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
収
入
支
出
見
込

額
調
書
（
第
十
八
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
二
十
九
条
中
「
庁
舎
管
理
室
」
を
「
職
場
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
三
項
の
表
二
の
項
中
「
庁
舎
管
理
室
長
」
を
「
職
場
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
長
、
職
場

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
課
長
補
佐
」
に
改
め
、
「
総
括
課
長
補
佐
（
」
の
下
に
「
政
策
調
整
グ
ル
ー

プ
、
地
域
デ
ザ
イ
ン
・
リ
ニ
ア
推
進
グ
ル
ー
プ
及
び
」
を
、
「
）
並
び
に
」
の
下
に
「
地
域
県
民
セ
ン

タ
ー
次
長
、
」
を
加
え
、
「
、
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
次
長
」
を
削
る
。

第
三
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
財
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
証
拠
書
類
に
つ
い
て
は
、
訂

正
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
十
九
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

収
入
通
知
者
は
、
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
調
定
し
た
と
き
又
は
調
定
の
取
消
し
若
し
く
は
調

定
額
の
減
額
を
し
た
と
き
は
、
税
外
収
入
徴
収
原
簿
（
第
二
十
号
様
式
。
以
下
「
徴
収
原
簿
」
と
い

う
。
）
に
登
載
の
上
、
徴
収
原
簿
の
写
し
を
回
付
す
る
こ
と
に
よ
り
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
財
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
処
理
す
る
と
き
は
、
徴

収
原
簿
へ
の
登
載
を
も
つ
て
会
計
管
理
者
又
は
出
納
員
に
通
知
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
、
収
入
簿
（
第
二
十
二
号
様
式
）
及
び
税
外
収
入
徴
収
整
理
簿
（
第
二
十

三
号
様
式
）
」
を
「
及
び
収
入
簿
（
第
二
十
二
号
様
式
）
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
こ
の
旨
」

を
「
そ
の
旨
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
又
は
」
を
削
り
、
「
直
接
収
納
す
る
と
き
」
の
下
に
「
そ
の
他
会

計
管
理
者
が
そ
の
性
質
上
納
入
通
知
書
に
よ
り
難
い
も
の
と
認
め
る
と
き
」
を
加
え
る
。

第
四
十
三
条
の
見
出
し
中
「
審
査
」
を
「
確
認
」
に
改
め
、
同
条
中
「
次
の
事
項
を
審
査
し
な
け
れ

ば
」
を
「
必
要
に
応
じ
て
次
の
事
項
を
確
認
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
の
四
中
「
地
方
自
治
法
施
行
規
則
第
十
二
条
の
二
の
二
十
各
号
」
を
「
施
行
規
則
第
十

第
３
号
様
式　

削
除

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
一
号

山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五　

財
務
シ
ス
テ
ム　

電
子
計
算
組
織
を
利
用
し
て
財
務
に
関
す
る
事
務
の
処
理
を
行
う
た
め
の

シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

第
三
条
第
一
項
の
表
か
い
長
の
項
第
一
号
中
「
及
び
納
入
取
消
通
知
書
」
を
「
、
納
入
取
消
通
知
書

及
び
督
促
状
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
一
の
項
中
「
二
百
五
十
万
円
」
を
「
四
百
万
円
」
に
、

「
一
億
円
」
を
「
二
億
円
」
に
、
「
五
千
万
円
」
を
「
一
億
円
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
中
「
五
十
万

円
」
を
「
百
万
円
」
に
、
「
四
千
万
円
」
を
「
八
千
万
円
」
に
、
「
二
千
万
円
」
を
「
四
千
万
円
」
に

改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
五
十
万
円
」
を
「
百
万
円
」
に
、
「
一
億
円
」
を
「
二
億
円
」
に
、
「
五
千

万
円
」
を
「
一
億
円
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
中
「
二
千
万
円
」
を
「
四
千
万
円
」
に
、
「
一
千
万

円
」
を
「
二
千
万
円
」
に
改
め
、
同
表
五
の
項
中
「
五
百
万
円
」
を
「
千
万
円
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
二
第
一
項
の
表
財
務
審
査
員
等
の
職
に
あ
る
出
納
員
の
項
及
び
か
い
の
出
納
員
の
項
中

「
、
れ
い
出
支
払
案
内
書
」
を
削
り
、
「
れ
い
出
支
払
通
知
書
、
公
金
振
替
書
、
更
正
通
知
書
」
を

「
公
金
振
替
・
更
正
通
知
書
」
に
改
め
、
同
表
出
納
局
管
理
課
長
、
出
納
局
管
理
課
課
長
補
佐
（
山
梨

県
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
第
二
条
第
五
号
の
担
当
課
長
補
佐
を
除

く
。
第
三
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
庁
舎
管
理
室
長
の
職
に
あ
る
者
以
外
の

本
庁
の
物
品
出
納
員
の
項
中
「
及
び
庁
舎
管
理
室
長
」
を
「
、
職
場
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
長
及
び
職

場
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
課
長
補
佐
（
同
規
則
第
二
条
第
五
号
の
担
当
課
長
補
佐
を
除
く
。
第
三
十
条

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
表
庁
舎
管
理
室
長
の
職
に
あ
る
物
品
出
納
員
の
項
中
「
庁

舎
管
理
室
長
」
を
「
職
場
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
長
」
に
改
め
、
同
表
税
務
出
納
員
の
項
第
一
号
中

「
れ
い
出
支
払
案
内
書
」
を
「
支
払
案
内
書
」
に
、
「
れ
い
出
支
払
通
知
書
、
更
正
通
知
書
」
を
「
支

払
通
知
書
、
公
金
振
替
・
更
正
通
知
書
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
及
び
第
五
号
中
「
公
金
振
替
書
、
更

正
通
知
書
」
を
「
公
金
振
替
・
更
正
通
知
書
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
二
項
中
「
昭
和
二
十
二
年
内
務
省
令
第
二
十
九
号
」
の
下
に
「
。
第
四
十
七
条
の
四
及

び
第
四
十
八
条
の
二
に
お
い
て
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
」
を
加
え
る
。
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い
出
し
よ
う
」
を
「
戻
出
し
よ
う
」
に
、
「
れ
い
出
命
令
書
」
を
「
戻
出
命
令
書
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
れ
い
出
し
よ
う
」
を
「
戻
出
し
よ
う
」
に
、
「
れ
い
出
命
令
書
に
れ
い
出
命
令
内
訳
書
」
を

「
戻
出
命
令
書
に
戻
出
命
令
内
訳
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
六
十
九
条
の
見
出
し
中
「
れ
い
出
支
払
」
を
「
戻
出
支
払
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
れ
い
出

支
払
を
」
を
「
戻
出
支
払
を
」
に
、
「
れ
い
出
支
払
案
内
書
（
第
五
十
七
号
様
式
）
」
を
「
支
払
案
内

書
」
に
、
「
れ
い
出
支
払
通
知
書
（
第
五
十
九
号
様
式
）
を
れ
い
出
支
払
通
知
書
送
付
簿
（
第
六
十
号

様
式
）
に
よ
り
」
を
「
支
払
通
知
書
を
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
れ
い
出
支
払
」
を
「
戻
出
支

払
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
れ
い
出
支
払
案
内
書
」
を
「
支
払
案
内
書
」
に
、
「
れ
い
出
支
払
通

知
書
を
れ
い
出
支
払
通
知
書
送
付
簿
に
よ
り
」
を
「
支
払
通
知
書
を
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
れ

い
出
支
払
を
」
を
「
戻
出
支
払
を
」
に
、
「
れ
い
出
支
払
通
知
書
を
れ
い
出
支
払
通
知
書
送
付
簿
に
よ

り
」
を
「
支
払
通
知
書
を
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
れ
い
出
支
払
」
を
「
戻
出
支
払
」
に
改
め
、

同
条
第
六
項
中
「
れ
い
出
支
払
通
知
書
を
れ
い
出
支
払
通
知
書
送
付
簿
に
よ
り
」
を
「
支
払
通
知
書

を
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
れ
い
出
支
払
案
内
書
」
を
「
支
払
案
内
書
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項

中
「
れ
い
出
支
払
通
知
書
」
を
「
支
払
通
知
書
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
支
払
通
知
書
を
支
払
通
知
書
送
付

簿
に
よ
り
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
九
条
第
九
項
中
「
れ
い
出
支
払
を
」
を
「
戻
出
支
払
を
」
に
、
「
れ
い
出
小
切
手
振
出
案
内

書
」
を
「
戻
出
小
切
手
振
出
案
内
書
」
に
、
「
れ
い
出
支
払
案
内
書
」
を
「
支
払
案
内
書
」
に
、
「
れ

い
出
の
」
を
「
戻
出
の
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
れ
い
出
支
払
通
知
書
」
を
「
支
払
通
知
書
」
に

改
め
る
。

第
七
十
条
中
「
れ
い
出
」
を
「
戻
出
」
に
改
め
る
。

第
七
十
九
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2　

債
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
請
求
書
、
申
請
書
等
に
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
口
座
振
替
支
払
申
込
書
を
添
え
て
、
知
事
又
は
か
い
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
請
求
書
等
に
口
座
振
替
支
払
申
込
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
し

て
、
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

作
成
年
月
日

二　

支
払
金
の
内
容

三　

振
込
先
口
座
に
係
る
金
融
機
関
名
、
支
店
名
、
預
金
種
別
、
口
座
番
号
、
片
仮
名
で
表
記
し
た

口
座
名
義
並
び
に
口
座
名
義
人
の
住
所
及
び
氏
名

四　

そ
の
他
必
要
な
事
項

第
八
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

4　

県
民
セ
ン
タ
ー
管
内
の
か
い
に
あ
つ
て
は
、
前
項
の
承
認
を
受
け
た
も
の
に
係
る
支
出
負
担
行
為

二
条
の
二
の
二
十
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
定
歳
入
等
）

第
四
十
八
条
の
二　

歳
入
等
（
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
歳
入
等
を
い

う
。
）
の
う
ち
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
も
の
は
、
施
行
規
則
第
十
二
条
の
二
の

二
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
各
号
で
定
め
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
中
「
、
収
入
簿
及
び
税
外
収
入
徴
収
整
理
簿
」
を
「
及
び
収
入
簿
を
」
に
改
め

る
。第

五
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
戻
入
の
通
知
）

第
五
十
条
　
支
出
命
令
者
は
、
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
戻
入
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
戻
入
簿

（
第
三
十
三
号
様
式
）
に
登
載
の
上
、
戻
入
簿
の
写
し
を
回
付
す
る
こ
と
に
よ
り
会
計
管
理
者
等
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
財
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
処
理
す
る
と
き
は
、

戻
入
簿
へ
の
登
載
を
も
つ
て
会
計
管
理
者
等
に
通
知
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

2　

支
出
命
令
者
（
知
事
を
除
く
。
）
は
、
前
項
の
登
載
を
し
た
と
き
は
、
知
事
に
そ
の
旨
を
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
戻
入
金
納
入
通
知
書
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
支
出
命
令

者
」
を
「
知
事
」
に
、
「
れ
い
入
簿
」
を
「
戻
入
簿
」
に
改
め
、
「
登
載
し
た
と
き
」
の
下
に
「
、
又

は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
受
け
た
と
き
」
を
加
え
、
「
れ
い
入
金
納
入
通
知
書
」
を
「
戻

入
金
納
入
通
知
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
れ
い
入
金
納
入
通
知
書
」
を
「
戻
入
金
納
入
通
知

書
」
に
、
「
れ
い
入
の
」
を
「
戻
入
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
れ
い
入
金
領
収
済
通
知
書
」
を

「
領
収
済
通
知
書
」
に
改
め
、
「
、
直
ち
に
れ
い
入
金
整
理
簿
を
整
理
す
る
と
と
も
に
」
を
削
り
、
同

条
第
四
項
中
「
れ
い
入
金
領
収
済
通
知
書
」
を
「
領
収
済
通
知
書
」
に
、
「
れ
い
入
簿
」
を
「
戻
入

簿
」
に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
の
見
出
し
中
「
れ
い
入
さ
れ
な
か
つ
た
」
を
「
戻
入
さ
れ
な
か
つ
た
」
に
改
め
、
同
条

中
「
れ
い
入
」
を
「
戻
入
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
第
四
項
中
「
、
収
入
簿
及
び
税
外
収
入
徴
収
整
理
簿
」
を
「
及
び
収
入
簿
に
」
に
改
め

る
。第

六
十
六
条
第
一
項
中
「
支
払
通
知
書
送
付
簿
（
第
四
十
八
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
条
第

三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
中
「
支
払
通
知
書
送
付
簿
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
条
第
八
項
に
後
段
と
し

て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
支
払
通
知
書
を
支
払
通
知
書
送
付

簿
（
第
四
十
八
号
様
式
）
に
よ
り
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
八
条
の
見
出
し
中
「
れ
い
出
命
令
書
」
を
「
戻
出
命
令
書
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
れ
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第
二
百
十
八
条
の
見
出
し
中
「
れ
い
入
金
」
を
「
戻
入
金
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
れ
い
入
金

の
」
を
「
戻
入
金
の
」
に
、
「
定
額
れ
い
入
」
を
「
定
額
戻
入
」
に
、
「
れ
い
入
金
領
収
済
通
知
書
」

を
「
領
収
済
通
知
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
れ
い
入
金
の
」
を
「
戻
入
金
の
」
に
、
「
定
額
れ

い
入
」
を
「
定
額
戻
入
」
に
、
「
れ
い
入
済
通
知
書
に
れ
い
入
金
日
計
表
」
を
「
戻
入
済
通
知
書
に
戻

入
金
日
計
表
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
れ
い
入
金
」
を
「
戻
入
金
」
に
改
め
る
。

第
二
百
二
十
条
の
見
出
し
中
「
れ
い
入
金
」
を
「
戻
入
金
」
に
改
め
、
同
条
中
「
歳
出
れ
い
入
金
」

を
「
歳
出
戻
入
金
」
に
改
め
る
。

第
二
百
二
十
一
条
中
「
領
収
書
」
の
下
に
「
そ
の
他
の
当
該
資
金
の
領
収
を
確
認
で
き
る
書
類
」
を

加
え
る
。

第
二
百
二
十
四
条
第
一
項
中
「
整
理
し
な
け
れ
ば
」
を
「
処
理
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
第
三

号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
」
を
「
口
座
振
替
支
払

を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
指
定
の
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
各

号
を
削
る
。

第
二
百
二
十
八
条
の
見
出
し
中
「
れ
い
出
支
払
」
を
「
戻
出
支
払
」
に
改
め
、
同
条
中
「
れ
い
出
支

払
通
知
書
又
は
れ
い
出
」
を
「
戻
出
に
係
る
支
払
通
知
書
又
は
戻
出
」
に
、
「
れ
い
出
し
な
け
れ
ば
」

を
「
戻
出
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
二
百
三
十
条
中
「
前
年
度
所
属
歳
出
（
れ
い
出
）
金
」
を
「
前
年
度
に
所
属
す
る
歳
出
金
又
は
戻

出
金
」
に
改
め
る
。

第
二
百
三
十
二
条
第
一
項
中
「
公
金
振
替
書
、
更
正
通
知
書
」
を
「
公
金
振
替
・
更
正
通
知
書
」
に

改
め
、
「
、
公
金
振
替
済
通
知
書
（
第
百
五
十
一
号
様
式
）
又
は
更
正
済
通
知
書
（
第
百
五
十
二
号
様

式
）
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
公
金
振
替
書
又
は
更
正
通
知
書
」
を
「
公
金
振
替
・
更
正

通
知
書
」
に
改
め
、
「
、
公
金
振
替
済
通
知
書
又
は
更
正
済
通
知
書
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
二
百
三
十
七
条
第
一
項
中
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
四
号
を
第
十
一
号
と

し
、
第
十
五
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
七
号
を
削
り
、
第
十
八
号
を

第
十
四
号
と
し
、
第
十
九
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
二
十
号
を
第
十
六
号
と
す
る
。

第
二
百
三
十
八
条
中
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
四
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
五
号

を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
四
号
と
す
る
。

第
二
百
三
十
九
条
第
四
号
及
び
第
二
百
四
十
条
第
四
号
中
「
れ
い
入
簿
」
を
「
戻
入
簿
」
に
改
め

る
。第

二
百
四
十
九
条
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と

し
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
す
る
。

第
二
百
五
十
三
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

収
入
状
況
表
（
第
百
八
十
号
様
式
）

二　

支
出
状
況
表
（
第
百
八
十
一
号
様
式
）

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
財
務
審
査
員

等
に
合
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
六
条
の
見
出
し
を
「
（
公
金
振
替
・
更
正
通
知
書
の
送
付
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
及
び

第
三
項
中
「
公
金
振
替
書
」
を
「
公
金
振
替
・
更
正
通
知
書
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

第
八
十
七
条
第
四
項
中
「
更
正
通
知
書
（
第
七
十
四
号
様
式
）
」
を
「
公
金
振
替
・
更
正
通
知
書
」

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
更
正
通
知
書
」
を
「
公
金
振
替
・
更
正
通
知
書
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項

を
削
る
。

第
八
十
八
条
第
一
項
中
「
又
は
れ
い
出
支
払
通
知
書
」
を
削
る
。

第
八
十
九
条
第
一
項
中
「
又
は
れ
い
出
支
払
通
知
書
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
れ
い
出
支

払
案
内
書
」
を
削
る
。

第
九
十
七
条
中
「
れ
い
出
命
令
書
」
を
「
戻
出
命
令
書
」
に
、
「
れ
い
出
に
」
を
「
戻
出
に
」
に
改

め
る
。

第
九
十
九
条
第
三
項
中
「
小
切
手
（
れ
い
出
小
切
手
）
振
出
案
内
書
」
を
「
小
切
手
振
出
案
内
書
又

は
戻
出
小
切
手
振
出
案
内
書
」
に
、
「
支
出
（
れ
い
出
）
命
令
書
」
を
「
支
出
命
令
書
又
は
戻
出
命
令

書
」
に
、
「
う
え
」
を
「
上
」
に
改
め
る
。

第
百
十
四
条
第
一
項
中
「
七
日
」
の
下
に
「
（
県
の
休
日
の
日
数
は
、
算
入
し
な
い
。
）
」
を
加
え

る
。第

百
三
十
七
条
第
三
項
中
「
十
万
円
」
を
「
二
十
万
円
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
三
条
中
「
庁
舎
管
理
室
長
」
を
「
職
場
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
長
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
れ
い
出
命
令
書
」
を
「
戻
出
命
令
書
」
に
、
「
れ
い
出
の
」
を

「
戻
出
の
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
れ
い
出
支
払
資
金
領
収
書
」
を
「
戻
出
支
払
資
金
領
収
書
」

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
れ
い
出
小
切
手
領
収
書
」
を
「
戻
出
小
切
手
領
収
書
」
に
改
め
、
同
条
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

3　

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
編
集
は
、
財
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
証
拠
書
を
作
成
す
る
と
き
は
、
財
務
シ

ス
テ
ム
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
備
付
け
を
も
つ
て
、
当
該
編
集
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
七
十
五
条
第
二
号
中
「
れ
い
入
金
領
収
済
通
知
書
」
を
「
戻
入
金
に
係
る
領
収
済
通
知
書
」
に

改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2　

前
項
の
規
定
に
よ
る
編
集
は
、
財
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
証
拠
書
を
作
成
す
る
と
き
は
、
財
務
シ
ス

テ
ム
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
備
付
け
を
も
つ
て
、
当
該
編
集
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
八
十
三
条
中
「
林
政
部
長
」
を
「
森
林
環
境
部
長
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
七
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3　

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
保
証
金
に
係
る
雑
部
金
の
受
入
れ
に
つ
い
て
は
、
調
定
伺

い
に
係
る
総
務
部
長
及
び
会
計
管
理
者
若
し
く
は
出
納
局
長
又
は
財
政
課
長
及
び
出
納
局
会
計
課
長

へ
の
合
議
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

三
五

三　

未
収
入
一
覧
表
（
第
百
八
十
二
号
様
式
）

第
二
百
五
十
六
条
第
一
項
中
「
詳
具
し
た
会
計
検
査
復
命
書
（
第
百
八
十
七
号
様
式
）
」
を
「
詳
細

に
記
載
し
た
復
命
書
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
九
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、

同
条
第
二
項
中
「
、
第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
」
を
「
か
ら
第
七
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
二
百
六
十
九
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
各
号
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の

九
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。

第
二
百
七
十
条
第
一
項
中
「
庁
舎
管
理
室
長
」
を
「
職
場
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
長
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
各
号
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項

各
号
」
に
改
め
る
。

第
二
百
七
十
二
条
第
一
項
中
「
又
は
れ
い
出
支
払
案
内
書
」
を
削
り
、
「
現
金
支
払
案
内
書
等
」
を

「
現
金
支
払
案
内
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
現
金
支
払
案
内
書
等
」
を
「
現
金
支
払
案
内
書
」

に
改
め
る
。

本
則
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
財
務
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
場
合
の
特
例
）

第
二
百
七
十
七
条
　
こ
の
規
則
に
規
定
す
る
帳
票
及
び
帳
簿
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
帳
票
等
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
帳
票
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
財
務
シ
ス
テ
ム
に
記
録
す
る
こ
と
を

も
つ
て
、
当
該
帳
票
等
の
作
成
、
登
載
及
び
備
付
け
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
財
務
シ
ス
テ
ム
に
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
は
、
当
該
帳
票
等
と
み
な
す
。

2　

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
通
知
、
送
付
、
報
告
又
は
提
出
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
通
知
等
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
財
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
処
理
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
処
理
を
も
つ

て
通
知
等
が
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
指
定
金
融
機
関
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
特
例
）

第
二
百
七
十
八
条
　
前
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
則
に
規
定
す
る
書
類
の
指
定
金
融

機
関
へ
の
送
付
及
び
指
定
金
融
機
関
か
ら
の
交
付
、
送
付
又
は
返
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
に
必

要
な
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
送
信
す
る
こ
と
を
も
つ
て
、
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
電
子
計
算
組
織
に
よ
る
場
合
の
特
例
）

第
二
百
七
十
九
条
　
財
務
シ
ス
テ
ム
そ
の
他
電
子
計
算
組
織
に
よ
り
処
理
す
る
財
務
に
関
す
る
事
務
で

こ
の
規
則
に
よ
り
難
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

別
表
第
一
中
「
大
阪
事
務
所
」
の
下
に
「
、
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
、
「
、
地
域
県
民
セ
ン

タ
ー
」
及
び
「
、
職
員
研
修
所
」
を
削
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

三
六

  

- 19 - 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

1 

  

- 19 - 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

1 

別
表
第
二
（
第
二
十
二
条
関
係
）

支
出
負
担
行
為
の
伺
い
合
議
区
分



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

三
七

別
表
第
三
の
二
7
の
項
中
「
の
れ
い
入
」
を
「
の
戻
入
」
に
、
「
れ
い
入
の
」
を
「
戻
入
の
」
に
、

「
れ
い
入
が
」
を
「
戻
入
が
」
に
、
「
れ
い
入
済
額
」
を
「
戻
入
済
額
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
別
表
一
及
び
別
表
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

三
八

別
表
1

  

- 22 - 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

13 

別
表

１
 

（
そ

の
１

）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

三
九

  

- 23 - 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

四
〇

  

- 24 - 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

四
一

  

- 25 - 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

四
二

  

- 26 - 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

（
そ

の
２

）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

四
三

  

- 27 - 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

別
表

２
 

別
表
2



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

四
四

第
一
号
様
式
の
二
か
ら
第
二
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

四
五

  

- 29 - 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

第
1号
様
式
の
2（

第
5条

関
係

）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

四
六
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１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

第
1号
様
式
の
3（

第
5条

関
係

）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

四
七

  

- 31 - 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

第
1号
様
式
の
4（

第
5条

関
係

）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

四
八

  

- 32 - 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

第1号様式の5（第8条の2関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

四
九

  

- 33 - 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

12 

第
2号
様
式

（
第

9条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

五
〇

第
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

五
一

  

- 35 - 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

13 

第
5号
様
式

（
第

11条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

五
二

第
七
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

五
三
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１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

第7号様式（第14条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

五
四
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１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

10 

15 

20 

25 

30 

35 
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15 

20 

25 

30 

35 
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２ 
 
３ 
 
４ 
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1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

第8号様式（第15条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

五
五
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１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

10 

15 

20 

25 

30 

35 
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15 

20 

25 

30 

35 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

13 

第9号様式（第16条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

五
六

第
十
号
様
式
中
「か　

い　
長　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

」
を
「か　

い　
長

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

第
十
二
号
様
式
か
ら
第
十
六
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

五
七
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２ 
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15 
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15 

20 
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30 

35 
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２ 
 
３ 
 
４ 
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1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

第
12号

様
式

（
第

18条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

五
八
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２ 
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４ 
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15 

20 

25 

30 

35 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

 
1 

第13号様式（第19条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

五
九
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４ 
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15 

20 

25 
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15 

20 

25 
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35 
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２ 
 
３ 
 
４ 
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1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

第13号様式の2（第19条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

六
〇

第13号様式の3（第21条関係）
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12 

 
13 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

六
一
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２ 
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15 
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15 

20 
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35 
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２ 
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3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

第13号様式の3の2（第21条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

六
二
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8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

第13号様式の4（第21条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

六
三
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6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

第13号様式の4の2（第21条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

六
四
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13 

第13号様式の4の3（第22条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

六
五
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8 
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12 

 
13 

第13号様式の5（第23条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

六
六
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9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

第
13号

様
式
の
6（

第
23条

関
係

）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

六
七
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13 

第14号様式（第23条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

六
八
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4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 第

15号
様
式

（
第

25条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

六
九

  

- 53 - 
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２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

 
1 第
16号

様
式

（
第

25条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

七
〇

第
十
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１
８
号
様
式　

削
除

第
十
八
号
様
式
の
二
中
「所　

属　
長　
　
　
　
　
　
　
　
印

」
を
「所　

属　
長

　
　
　
　
　
　

　
　
　

」
に
改
め
る
。

第
十
八
号
様
式
の
三
中
「か

い
長　
　
　
　
　
　
　
　
印

」
を
「か

い
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

に
改
め
る
。

第
二
十
号
様
式
（
内
訳
簿
を
除
く
。
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

七
一
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13 

第
20号

様
式

（
第

39条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

七
二

第
二
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

七
三
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13 第

21号
様
式

（
第

39条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

七
四

第
二
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
２
３
号
様
式　

削
除

第
二
十
四
号
様
式
（
電
算
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

七
五
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（
電

算
用

）
 

第
24号

様
式

（
第

40条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

七
六

第
二
十
六
号
様
式
（
電
算
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

七
七
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（
電

算
用

）
 

第
26号

様
式

（
第

41条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

七
八

第
二
十
六
号
様
式
の
二
（
電
算
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

七
九
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13 

第
26号

様
式
の
2（

第
42条

関
係

）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

八
〇

第
二
十
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

八
一
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第
28号

様
式

（
第

44条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

八
二
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6 7 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

八
三

第
三
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

八
四
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第
33号

様
式

（
第

50条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

八
五

第
三
十
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
３
４
号
様
式　

削
除

第
三
十
五
号
様
式
及
び
第
三
十
五
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

八
六
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13 

第
35号

様
式

（
第

51条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

八
七
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8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 第
35号

様
式
の
2（

第
51条

関
係

）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

八
八

第
三
十
八
号
様
式
及
び
第
三
十
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

八
九
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第
38号

様
式

（
第

53条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

九
〇
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第39号様式（第55条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

九
一

第
四
十
号
様
式
中
「
（職

氏
名

）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㊞

」
を
「
（職

氏
名

）　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
、
「平

成　
　
年

」
を
「　
　
　
　

年

」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

九
二
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13 

第44号様式（第63条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

九
三

第
四
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

九
四
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第47号様式（第66条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

九
五
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13 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

九
六

第
五
十
二
号
様
式
及
び
第
五
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

九
七
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第52号様式（第68条関係）
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13 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

九
八
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第53号様式（第68条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

九
九

第
五
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
５
５
号
様
式　

削
除

第
五
十
六
号
様
式
中
「れ

い
出
小
切
手
振
出
案
内
書

」
を
「戻

出
小
切
手
振
出
案
内
書

」
に
、
「れ

い
出
小
切
手
振
出
案
内
書

」
を
「戻

出
小
切
手
振
出
案
内
書

」
に
、
「れ

い
出
支
払

」
を

「戻
出
支
払

」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
５
７
号
様
式　

削
除

第
五
十
九
号
様
式
及
び
第
六
十
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
５
９
号
様
式
及
び
第
６
０
号
様
式　

削
除

第
六
十
二
号
様
式
及
び
第
六
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
〇
〇
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第62号様式（第72条関係）



山
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公
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号
外
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十
三
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令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
〇
一
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第63号様式（第72条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
〇
二

第
六
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
６
７
号
様
式　

削
除

第
七
十
号
様
式
か
ら
第
七
十
二
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
〇
三
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第70号様式（第85条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
〇
四
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第71号様式（第85条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
〇
五
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第
72号

様
式

（
第

86条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
〇
六

第
七
十
二
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
７
２
号
様
式
の

2　
削
除

第
七
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
〇
七
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第73号様式（第87条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
〇
八

第
七
十
四
号
様
式
及
び
第
七
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
７
４
号
様
式
及
び
第
７
５
号
様
式　

削
除

第
七
十
六
号
様
式
か
ら
第
七
十
八
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
〇
九

  

- 93 - 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

第76号様式（第88条関係）
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十
日
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第
77号

様
式

（
第

88条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
一
一
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第78号様式（第89条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
一
二

第
七
十
八
号
様
式
の
二
中
「れ

い
出

」
を
「戻

出

」
に
改
め
る
。

第
七
十
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
一
三
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第
79号

様
式

（
第

89条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
一
四

第
百
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
一
五
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第
111号

様
式

（
第

170条
関

係
）



山
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県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
一
六

　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　

「

第
百
十
二
号
様
式
中　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　

B４
横
片

　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　

」

第
百
十
四
号
様
式
及
び
第
百
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
一
七
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第
114号

様
式

（
第

173条
関

係
）
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号
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第
十
三
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令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
一
八
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第
115号

様
式

（
第

173条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
一
九

　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　

「

第
百
十
九
号
様
式
中　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　

B４
横
片

　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　

」

第
百
三
十
三
号
様
式
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
二
〇

  

- 104 - 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

第133号様式の3（第197条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
二
一

第
百
三
十
四
号
様
式
の
三
及
び
第
百
三
十
四
号
様
式
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
二
二

  

- 106 - 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

第
134号

様
式
の
3（

第
201条

関
係

）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
二
三

  

- 107 - 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

第
134号

様
式
の
4（

第
201条

関
係

）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
二
四

　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　

「

第
百
三
十
七
号
様
式
中　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

B６
片

　
　

」　
　
　
　
　
　
　

」

第
百
三
十
七
号
様
式
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
二
五

  

- 109 - 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 8 

第
137号

様
式
の
3（

第
216条

関
係

）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
二
六

　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　

「

第
百
三
十
八
号
様
式
中　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

B４
横
片

　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　

「

第
百
四
十
四
号
様
式
中　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

B６
片

　
　

」　
　
　
　
　
　
　

」

第
百
四
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１
４
５
号
様
式　

削
除

第
百
五
十
一
号
様
式
及
び
第
百
五
十
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１
５
１
号
様
式
及
び
第
１
５
２
号
様
式　

削
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　

「

第
百
五
十
三
号
様
式
及
び
第
百
七
十
五
号
様
式
中　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

B６
片

　
　

」　
　
　
　
　
　
　

」

。
第
百
八
十
号
様
式
か
ら
第
百
八
十
二
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
二
七
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6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

第
180号

様
式

（
第

253条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
二
八

  

- 112 - 
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15 
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35 
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15 
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35 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

第
181号

様
式

（
第

253条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
二
九

  

- 113 - 
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6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

第
182号

様
式

（
第

253条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
三
〇

八
百
円
」
を
「
六
千
四
百
四
十
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
三
号

知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
等
の
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
等
の
規

則

（
知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
）

第
一
条
　
知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
（
平
成
八
年
山
梨

県
規
則
第
十
七
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
総
務
部
の
部
行
政
法
務
課
の
項
第
二
十
八
号
中
「
一
般
財
団
法
人
」
の
下
に

「
並
び
に
公
益
信
託
」
を
加
え
、
同
項
中
第
二
十
九
号
を
削
り
、
第
三
十
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、

第
三
十
一
号
を
第
三
十
号
と
し
、
第
三
十
二
号
を
第
三
十
一
号
と
す
る
。

（
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
の
特
例

に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式

の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
令
和
四
年
山
梨
県
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
四
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
八

年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
山
梨
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則

の
一
部
改
正
）

2　

山
梨
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規

則
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
八
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１
８
５
号
様
式　

削
除

第
百
八
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１
８
７
号
様
式　

削
除

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一　

第
十
七
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第
四
十
七
条
の
四
の
改
正
規
定
、
第
四
十
八
条
の
次
に
一
条

を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
百
六
十
九
条
の
改
正
規
定
及
び
第
二
百
七
十
条
第
二
項
の
改
正
規
定

令
和
八
年
九
月
二
十
四
日

二　

第
一
号
様
式
別
表
一
及
び
別
表
二
の
改
正
規
定
並
び
に
第
一
号
様
式
の
二
か
ら
第
二
号
様
式
ま

で
の
改
正
規
定
（
第
一
号
様
式
の
五
及
び
第
二
号
様
式
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）　

令
和
八
年
十

月
一
日

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
財
務
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規

定
（
第
二
百
五
十
九
条
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
令
和
八
年
度
分
の
予
算
か
ら
適
用
し
、
令
和
七
年

度
分
の
予
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3　

新
規
則
第
二
百
五
十
九
条
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
の
事
務
に
係
る
検
査
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
事
務
に
係
る
検
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

4　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
財
務
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所

要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
二
号

道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
第
十
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
運
転
者
等
が
納
付
す
べ
き
金
額
を
定
め
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
第
十
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
運
転
者
等
が
納
付
す
べ
き
金
額
を
定
め

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
第
十
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
運
転
者
等
が
納
付
す
べ
き
金
額
を
定
め
る
規

則
（
昭
和
六
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
第
一
号
中
「
一
万
千
円
」
を
「
一
万
四
千
七
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
中
「
二

百
円
」
を
「
二
百
七
十
円
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
中
「
二
百
円
」
を
「
二
百
七
十
円
」
に
、
「
四
千



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
三
一

別
表
第
一
中
八
の
項
を
削
り
、
九
の
項
を
八
の
項
と
す
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

条
例
等

規
定

山
梨
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則

第
二
十
六
条
第
一
項

別
表
第
三
の
七
の
項
を
削
る
。
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